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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の背景と目的 
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第２節 計画の位置づけと策定体制 

１ 計画の位置づけ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

国 

老人福祉法 

介護保険法 

認知症基本法 

千葉県 

千葉県高齢者保健福祉計画 

千葉県保健医療計画 

鎌ケ谷市 

鎌ケ谷市総合基本計画 

鎌ケ谷市地域福祉計画 

鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画

鎌ケ谷市障がい者計画・障がい 

福祉計画・障がい児福祉計画 

鎌ケ谷市子ども・子育て 

支援事業計画 

鎌ケ谷市いきいきプラン・健康かまがや２１ 

その他個別計画 
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２ 計画の期間 

 

 
 
 

 
３ 計画の策定体制 

総 総
総

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3 

2021 

Ｒ４ 

2022 

Ｒ５ 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

Ｒ８ 

2026 

R9 

2027 

R10 

2028 

R11 

2029 
… 

R22 

2040 

     

団塊の世代が全て 75 歳に 
本市の 75 歳以上人口が 

当面の間のピークを迎える 団塊ジュニア世代が 65 歳に 

第８期計画 第９期計画（本計画） 第 10 期計画 

令和 22（2040）年を見据えた取組を推進 
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第２章 鎌ケ谷市の高齢者を取り巻く状況 

第１節 高齢者の状況 

１ 総人口の推移 

.
 

, .
 

 

 
 実績値 推計値 

第７期 第８期 第９期 中長期 

令和 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 12 年 17 年 22 年 

総人口(人) 110,091 109,887 109,996 109,696 109,362 109,048 108,669 108,246 106,056 102,498 98,457 

高齢化率 28.1% 28.5% 28.6% 28.6% 28.5% 28.6% 28.6% 28.6% 29.0% 30.7% 34.0% 

資料：住民基本台帳人口（令和元年～令和５年、各年 10 月１日） 

※推計値の人口は、令和５年 10 月１日の住民基本台帳人口を基準とし、過去５か年の人口をもとにしたコーホ

ート変化率法 により算定しています。  

13,099 12,835 12,594 12,378 12,046 11,727 11,386 11,083 10,022 9,189 8,719

66,041 65,781 65,977 65,913 66,116 66,181 66,231 66,162 65,250
61,797

56,305

15,627 15,295 15,011 14,107 13,108 12,332 11,755 11,455
11,414

13,880
16,837

15,324 15,976 16,414 17,298 18,092 18,808 19,297 19,546
19,370

17,632
16,596

110,091 109,887 109,996 109,696 109,362 109,048 108,669 108,246 106,056
102,498

98,457

30,951 31,271 31,425 31,405 31,200 31,140 31,052 31,001
30,784

31,512
33,433

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和
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令和
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令和

22年

総人口・高齢者人口の推移

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75歳以上

（人）
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２ 高齢者人口等の推移 

 
.

. .  

.
 

.
.  

 
資料：住民基本台帳人口（令和元年～令和５年、各年 10 月１日） 

※推計値の人口は、令和５年 10 月１日の住民基本台帳人口を基準とし、過去５か年の人口をもとにしたコーホ

ート変化率法により算定しています。 

 

令和9年,

103.9% 103.5%

96.2%

86.8%
79.4%

71.0%
88.8%

107.7%

令和23年 ,

110.5%
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年
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年
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年
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年
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年

令

和

35

年

令

和

37

年

令

和
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年代別人口推移 （令和元年を100％とした指数）
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３ 地区別に見た後期高齢者人口のピークに関する推計 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：名古屋大学大学院附属持続的共発展教育研究センター提供小地域ごとの簡易人口推計ツールを使用し、

令和２年国勢調査を基準とした町丁ごとの人口を推計したものを加工 

 
 

 馬込沢（１町丁） 

 東初富４～６、軽井沢 など 

（25 町丁） 

 
佐津間、西佐津間、丸山２・３ など 

（18 町丁） 

 
新鎌ケ谷１～４、北中沢１・２ 

 など （14 町丁） 

 
道野辺中央１～３ など 

（13 町丁） 

 
南初富５・６、くぬぎ山２・３ など 

（13 町丁） 

 道野辺（１町丁） 

（令和 17・22 年：該当なし） 
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第２節 要支援・要介護認定者の状況 

１ 要支援・要介護認定者数の推移（要介護度別） 

 
,

 

 
 実績値 推計値 

第７期 第８期 第９期 中長期 

令和 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 12 年 17 年 22 年 

認定者数 4,948 5,065 5,509 5,741 5,732 5,944 6,138 6,319 7,016 7,268 6,956 

要
介
護
度
別 

要支援１・２ 1,387 1,373 1,531 1,483 1,390 1,461 1,505 1,541 1,685 1,680 1,561 

要介護１・２ 1,908 1,957 2,059 2,244 2,287 2,320 2,391 2,459 2,723 2,807 2,665 

要介護３ 700 732 778 819 782 825 853 881 988 1,049 1,026 

要介護４・５ 953 1,003 1,141 1,195 1,273 1,338 1,389 1,438 1,620 1,732 1,704 

65 歳以上の認定者数 4,835 4,958 5,382 5,606 5,600 5,817 6,011 6,192 6,889 7,148 6,850 

65 歳以上の人口 30,951 31,271 31,425 31,405 31,200 31,140 31,052 31,001 30,784 31,512 33,433 

認定率 15.6% 15.9% 17.1% 17.9% 17.9% 18.7% 19.4% 20.0% 22.4% 22.7% 20.5% 

資料：介護保険事業状況報告（令和元年～令和５年、各年 10 月１日） 

 ※認定率は、「65 歳以上の認定者数÷65 歳以上の人口」として算出 

1,387 1,373 1,531 1,483 1,390 1,461 1,505 1,541 1,685 1,680 1,561

1,908 1,957 2,059 2,244 2,287 2,320 2,391 2,459
2,723 2,807 2,665

700 732
778 819 782 825 853 881

988 1,049
1,026

953 1,003
1,141 1,195 1,273 1,338 1,389 1,438

1,620 1,732
1,704

4,948 5,065
5,509 5,741 5,732

5,944 6,138
6,319

7,016
7,268

6,956
15.6% 15.9%

17.1%
17.9% 17.9%

18.7%
19.4%

20.0%

22.4% 22.7%

20.5%

0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

12年

令和

17年

令和

22年

認定者数の推移と見込（要介護度別）

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３ 要介護４・５ 認定率

（人）

実 績 値 推 計 値
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２ 要支援・要介護認定者数の推移（年代別） 

 
 

 

 実績値 推計値 

第８期 第９期 中長期 

令和 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 12 年 17 年 22 年 

認定者数 5,509 5,741 5,732 5,944 6,138 6,319 7,016 7,268 6,956 

年 

代 

別 

40～64 歳 127 135 132 127 127 127 127 120 106 

65～74 歳 684 676 574 550 519 504 479 572 701 

75～84 歳 2,253 2,369 2,355 2,452 2,458 2,414 2,348 1,779 1,616 

85 歳以上 2,445 2,561 2,671 2,815 3,034 3,274 4,062 4,797 4,533 

認定率 17.1% 17.9% 17.9% 18.7% 19.4% 20.0% 22.4% 22.7% 20.5% 

資料：介護保険事業状況報告（令和元年～令和５年、各年 10 月１日） 

 ※認定率は、「65 歳以上の認定者数÷65 歳以上の人口」として算出 

 

  

127 135 132 127 127 127 127 120 106
684 676 574 550 519 504 479 572 701

2,253 2,369 2,355 2,452 2,458 2,414 2,348 1,779 1,616
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4,062 4,797 4,533

5,509 5,741 5,732
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6,319
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17.9% 17.9%
18.7%

19.4%
20.0%

22.4% 22.7%

20.5%
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20.0%

25.0%
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4,000

6,000

8,000
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５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

12年

令和

17年

令和

22年

認定者数の推移と見込（年代別）

40～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 認定率

（人）

実 績 値 推 計 値
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第３節 日常生活圏域の状況 

１ 日常生活圏域の設定 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 圏域別の高齢者、要支援・要介護認定者の現状 

１ 高齢者の状況 

, ,
 

資料：住民基本台帳人口（令和５年 10 月１日） 

日常生活圏域 町名・番地 

中央地区 

道野辺中央、道野辺本町、初富本町､

右京塚、南初富４～６丁目、中央、

富岡、初富（928～931 番地）、新鎌ケ谷 

中央東地区 
東鎌ケ谷、東初富、南初富１～３丁目、

初富（700～927 番地） 

東部地区 
丸山、鎌ケ谷、東道野辺２～７丁目、

南鎌ケ谷 

南部地区 
東中沢、東道野辺１丁目、西道野辺、

馬込沢、道野辺、中沢、北中沢、中沢新町 

西部地区 

くぬぎ山、粟野（426～538 番地）、 

佐津間（1300～1400 番地）、串崎新田、

北初富、初富（１～399 番地・1300 番地～） 

北部地区 

粟野（1～425 番地・539 番地～）、

佐津間（2 番地～1299 番地）、 

中佐津間、西佐津間、南佐津間、軽井沢 

 中央地区 中央東地区 東部地区 南部地区 西部地区 北部地区 

65～74 歳人口 2,613 人 2,398 人 3,321 人 2,563 人 1,082 人 1,131 人 

75 歳以上人口 3,387 人 3,639 人 4,721 人 3,392 人 1,546 人 1,407 人 

合計 6,000 人 6,037 人 8,042 人 5,955 人 2,628 人 2,538 人 

くぬぎ山駅 

北初富駅 

 

六実駅 

鎌ケ谷駅 

初富駅 

鎌ヶ谷大仏駅 

馬込沢駅 



  

10 

.  

 

 
 

 

 

   

 

 道野辺本町１ など（２町丁） 

 
富岡１・３、初富本町１ など 

（５町丁） 

 
東中沢１・２、東道野辺２～４ 

 など（19 町丁） 

 
東鎌ケ谷３、西道野辺、 

串崎新田（３町丁） 

 
東初富１・４、東道野辺６、 

軽井沢（４町丁） 

 
鎌ケ谷６・８、初富、粟野、 

馬込沢 など（10 町丁） 

 

新鎌ケ谷１・３・４（３町丁）  

 くぬぎ山１～４、東初富２・３ 

 など（18 町丁） 
鎌ケ谷１・２・４・５、中央１・２ 

 など（21 町丁） 
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２ 認定者の状況 

,
. .

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 1   

6,000

6,037

8,042

5,955

2,628

2,538

1,144(19.1％)

1,071(17.7％)

1,428(17.8％)

1,045(17.5％)

436(16.6％)

476(18.8％)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

中央地区

中央東地区

東部地区

南部地区

西部地区

北部地区

被保険者数・認定者数・認定率

被保険者数 65歳以上の認定者数

（人）

認定率の状況 
市全体認定率 

 

17.9％ 
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３ 圏域別の施設などの整備状況 

 

 
 
 
 
 
 

  

サービス種別 
施設 

合計 
中央 

中央 

東 
東部 南部 西部 北部 

（１）居宅サービス 

 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 27 12 ６ ４ ３ １ １ 

訪問入浴介護 ２ １  １    

訪問看護 14 ６ ２ １ ２ ２ １ 

訪問リハビリテーション １     1  

通所介護（デイサービス） 30 ８ ９ ３ ５ ２ ３ 

通所リハビリテーション（デイケア） ４ １ １   ２  

短期入所生活介護（ショートステイ） 11 １ ３ ２ １ １ ３ 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ） ３ １    ２  

福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ８ １ １ ５  １  

特定施設入居者生活介護 ５ ２  １  ２  

小計 105 33 22 17 11 14 ８ 

（２）地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １   １    

夜間対応型訪問介護 ０       

地域密着型通所介護（地域密着型デイサービス） 16 ３ ４ ４ ４ １  

認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス） ０       

小規模多機能型居宅介護 １   １    

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ４ １   １ １ １ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０       

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 １  １     

看護小規模多機能型居宅介護 １      １ 

小計 24 ４ ５ ６ ５ ２ ２ 
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※鎌ケ谷市、国資料。介護保険指定機関等管理システム（令和５年 10 月１日） 

  

サービス種別 
施設 

合計 
中央 

中央 

東 
東部 南部 西部 北部 

（３）施設サービス 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ８  ２ １ １ １ ３ 

介護老人保健施設 ２ １    １  

介護医療院 １     １  

小計 11 １ ２ １ １ ３ ３ 

（４）居宅介護支援 

 居宅介護支援（ケアプラン の作成） 43 10 ８ ７ ８ ５ ５ 

 小計 43 10 ８ ７ ８ ５ ５ 

（５）その他の介護支援 

 地域包括支援センター （基幹型を含む） ４ １   １ ２  

 認知症カフェ（オレンジカフェ）  ３   １  １ １ 

 小計 ７ １ ０ １ １ ３ １ 

地域資源 
施設 

合計 
中央 

中央 

東 
東部 南部 西部 北部 

（１）高齢者向け住まい 

 軽費老人ホーム（ケアハウス） 1     1  

 有料老人ホーム ７ ４ 1  1  1 

 サービス付き高齢者向け住宅 ６ ３ 1 1 1   

 小計 14 ７ ２ １ ２ １ １ 

（２）医療機関 

 病院 ５ １ ２   １ １ 

 在宅療養支援診療所（医科） ７ ４  １ １ １  

 在宅療養支援診療所（歯科） 10 ２ ２ ４ １ １  

 診療所（医科） 58 32 ５ 15 ４ ２  

 診療所（歯科） 62 20 11 15 10 ５ １ 

 小計 142 59 20 35 16 10 ２ 

（３）その他の地域資源 

 社会福祉センター １  １     

 シルバー人材センター １ １      

 老人憩の家 10 １  ４ １ ３ １ 

 談話室  13 １ ２ ４ ５  １ 

 ゲートボール場 ４ １ １  ２   

 小計 29 ４ ４ ８ ８ ３ ２ 
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第４節 市⺠・団体・事業者アンケート調査結果からみる地域課題等 

１ 各種調査の実施概要 

 

 
 
  
 
 
 
 

  

調査種類 調査対象 調査方法 調査期間 回収数・回収率 

１ 40～64歳調査 
市内在住の 40～64 歳の市民から

無作為抽出 

郵便調査法 

※インターネット

回答を併用 

令和４年 12 月 

～ 

令和５年１月 

382 件 

（うちインターネ

ット回答 77 件） 

38.2％ 

２ 

介護予防・ 

日常生活圏域

ニーズ調査 

市内在住の 65 歳以上の市民の

うち、要介護１～５の認定を受けて

いない方の中から無作為抽出 

郵便調査法 〃 
3,145 件 

69.9％ 

３ 
在宅介護 

実態調査 

要介護認定者のうち、在宅で生活

している市民の中から無作為抽出 
〃 〃 

1,102 件 

58.0％ 

４ 
施設サービス

利用者調査 

要介護認定者のうち、介護保険

施設に入所している市民の中から

無作為抽出 

〃 〃 
266 件 

53.2％ 

５ 地域資源調査 
地域で高齢者支援等の活動を行う

団体・機関等 
〃 〃 

49 件 

75.4％ 

６ 
在宅生活 

改善調査 

介護サービス提供事業所（居宅介護

支援、小規模多機能型居宅介護） 

電子メールに 

よる配付・回収 
令和５年４月 

25 件 

52.1％ 

（利用者2,174人） 

７ 
居所変更 

実態調査 

介護サービス提供事業所 

（施設・居住系サービス） 
〃 〃 

12 件 

41.4％ 

８ 
介護人材 

実態調査 

介護サービス提供事業所（訪問

看護・訪問リハ・福祉用具貸与・

居宅介護支援等を除く） 

〃 〃 

41 事業所 

23.0％ 

（職員 535 人） 

調査へのご協力・ご回答 

ありがとうございました！ 

次頁以降、各種調査の結果を課題ごとに取りまとめて

います。いずれの調査結果をもとに記載しているかにつ

いて、右のアイコンを用いて示しています。 

40〜64歳 圏域ニーズ 在宅介護 

施設利用者 地域資源 

生活改善 居所変更 介護人材 

次のページ以降における「ｎ＝○○」の表記は、集計の対象者数（⺟数）を⽰しています。 
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２ 各種調査結果からみる地域課題 

２−１ 在宅医療・介護連携について 

かかりつけ医の状況 

  .  
   .  

 
訪問診療ができる医療機関の認知度 

 . .  

 
現在の住まいでは生活の維持が困難になり居所変更する理由 

  

 

50.9

71.9

89.6

44.4

15.0

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

在宅介護実態調査

(n=994)

かかりつけ医の有無

いる いない わからない 不明・無回答

15.7

32.5

84.3

58.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

在宅介護実態調査

(n=994)

訪問診療ができる医療機関の認知度

知っている 知らない 不明・無回答

9

4

3

3

2

0 2 4 6 8 10

医療的ケア・医療処置の必要性の高まり

費用負担が重くなった

認知症の症状の悪化

その他の状態像の悪化

状態等の改善

居所変更の理由として多いもの n=12事業所

40〜64 歳 圏域ニーズ 在宅介護 

40〜64 歳 在宅介護 

居所変更 
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２−２ 認知症施策の推進について 

認知症施策の認知度 

   
  

 
  

 
認知症に関する相談窓口の認知度 

 .  

 
認知症予防に向けた規則正しい生活や食生活、生きがい活動を実践していきたいか 

 .  
 

 

10.5

8.9

8.9

3.9

2.9

2.6

79.5

6.4

7.5

13.6

2.5

1.8

1.0

64.8

0% 20% 40% 60% 80%

認知症高齢者相談事業

認知症サポーター養成講座

オレンジカフェ

徘徊高齢者位置情報

提供サービス事業

鎌ケ谷市認知症ケアパス

認知症初期集中支援チーム

知っているものはない

認知症施策で知っているもの

40～64歳調査(n=381) 在宅介護実態調査(n=994)

21.1 73.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

認知症に関する相談窓口を知っているか

はい いいえ 無回答

70.9 23.4 5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

（n=381）

認知症予防を実践していきたいか

今後実践していきたい 実践したいが方法がわか

らないので、知りたい

実践していきたいと思わない 不明・無回答

40〜64 歳 在宅介護 

圏域ニーズ 

40〜64 歳 
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生活の維持が難しくなっている在宅生活者に関する分析 

 

 

 

 

 

59.6

50.9

40.4

38.6

38.6

28.1

21.1

61.4

68.4

77.2

50.9

24.6

29.8

42.1

0% 20% 40% 60% 80%

認知症の症状の悪化

介護者の介護に係る

不安・負担量の増大

必要な身体介護の増大

必要な生活支援の発生・増大

本人が、一部の居宅サービスの

利用を望まないから

本人と家族等の関係性に

課題があるから

家族等の介護等技術では

対応が困難

生活の維持が難しくなっている要因

要介護２以下（n=57） 要介護３以上（n=57）

58.8

50.0

47.1

44.1

26.5

23.5

20.6

60.0

62.9

54.3

62.9

17.1

37.1

17.1

0% 20% 40% 60% 80%

薬の飲み忘れ

一人での外出が困難

金銭管理が困難

家事に支障がある

深夜の対応

強い介護拒否がある

徘徊がある

「認知症の症状の悪化」の具体的な内容

要介護２以下（n=34） 要介護３以上（n=35）

生活改善 
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２−３ 地域包括支援センターについて 

地域包括支援センターの認知度 

. .
 

 
地域ケア会議 や生活支援コーディネーター との連携状況 

1

 

  

 
1  

5.0

12.1

31.2

36.3

63.5

47.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

地域包括支援センターの認知度

知っていて、利用している 知っているが、利用していない

知らない 不明・無回答

地域ケア会議や生活支援コーディネーターと連携して取り組んでいること、また、今後取り組みたいこと 

地域課題の把握、 

会議・情報交換の実施 

●第２層協議体 における会議を開催し、各地域で取り組んでいることを共有すると

ともに、地域の課題について話し合う。 

●地域ケア会議に参加する。 

●第２層協議体のメンバーと情報交換をしている。 

●自立型地域ケア会議の開催に向けた準備を行う。 

●会議を開催するよりも先に、地域において顔が見える関係性を構築し、相談や情

報交換がしやすい関係づくりに努めていきたい。 

地域活動 

●連携して介護予防に向けたレクリエーションの開催に取り組む。 

●地域の集いの場において地域包括支援センターの職員に相談できる機会を設

け、地域の顔が見える関係性を広げている。 

連携できていない 

●地域ケア会議には事例を通して参加することもあるが、どのような形で開催されて

いるか、また、どんなことが話し合われているかが分からない。 

●活動を生活支援コーディネーターに見学してもらったことはあるが、具体的な協力

へは展開できていない。 

40〜64 歳 圏域ニーズ 

地域資源 
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２−４ 介護予防・健康づくりについて 

健康状態 

 .   .
 

 

 

 

健康リスク 

 

n= ,  
介護予防・フレイル予防※に向けて取り組んでいること 

2

 

  

 
2  

運動機能リスク 転倒リスク 栄養リスク 口腔機能リスク 閉じこもりリスク もの忘れリスク 心の健康リスク 

19.4％ 27.2％ 1.9％ 25.5％ 15.6％ 42.0％ 42.1％ 

介護予防・フレイル予防に向けて取り組んでいること 

身体と頭を動かす活動や 

コミュニケーションの機会の確保 

●参加者に家から歩いてきていただく。 

●フレイル予防を意識した内容の健康体操を行う。 

●囲碁や将棋など、頭を使う機会をつくる。 

●カラオケや楽器演奏など、音楽を楽しむ。 

●除草、植木剪定、襖・障子・網戸張りなどを教え合う機会をつくる。 

講座・講演等の実施 

●講師を派遣し講座を開設する。 

●市役所や地域包括支援センターから講師を迎え、学ぶ機会を設ける。 

●認知症予防講座を実施する。 

その他 

●保健師による血圧測定、健康相談を実施する。 

●ひとり暮らし高齢者の自宅に弁当を配送する。 

●住民主体の少人数グループに活動拠点を開放する。 

圏域ニーズ 

圏域ニーズ 

地域資源 

10.1 62.5 20.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

主観的健康状態

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 不明・無回答
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２−５ 社会参加・生きがいづくりについて 

幸福度について ／ 幸福度・健康状態に影響を及ぼす要素に関する分析について 

  .   .  

 
3

 

 

 
3 

 

0.6

0.6

1.0

2.7

2.6

19.2

9.1

15.5

22.1

8.7

12.8

5.2

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点

不明・無回答

主観的幸福度 n=3,123

平均

6.99点

不幸

幸福

 幸福度 健康状態 

全体（基準点） （n=3,123） 6.99 1.83 

幸福度・健康状態がともに高い属性 

生きがいが「ある」 （n=1,961） 7.46 1.94 

地域の付き合い「困ったときに相談するなどの付き合いがある」 （n=495） 7.53 1.96 

幸福度・健康状態がともに低い属性 

どなたかと食事をともにする機会「ほとんどない」 （n=291） 5.75 1.58 

地域の付き合い「近所の人と付き合いはあまりない、または、まったくない」 （n=312） 5.97 1.64 

運動習慣「新型コロナウイルス感染症流行前も今も取り組んでいない」 （n=769） 6.48 1.67 

幸福度が低いが、健康状態は全体並の属性 

家族構成「２世代世帯（親と同居）」 （n=46） 6.69 1.76 

圏域ニーズ 
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地域のつながりについて 

   
  

 
 
 
地域交流（子どもとの多世代交流やイベント等）への意向 

複  複 複   

 

高齢になったときに生きがいづくりのためにやってみたいこと 

   
 .

    
 

 

21.8

15.9

22.3

39.2

37.8

30.1

16.8

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

地域のつながりの状況

28.7 30.3 18.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設利用者調査

(n=188)

施設利用者と地域との交流ニーズ

参加したい 現在、参加することは難しいが、

もし過去にあれば参加したかった

48.8

46.5

22.6

18.1

16.5

16.0

6.8

5.0

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

健康づくり・スポーツ活動

高齢になっても働ける仕事に就きたい

文化活動

ボランティア活動

地域で行われる講座等への参加

生きがいづくりには取り組みたいが、どのような機会があるかわからない

自治会・町会活動への参加

談話室、サロン、老人憩の家への参加

老人クラブ活動

生きがいづくりのためにやってみたいこと
n=381

困ったときに相談するなどの付き合いがある

立ち話程度の付き合いがある

あいさつをする程度の人がいる

近所の人と付き合いはあまりない、

または、まったくない

その他 不明・無回答

参加したいと思わない その他

40〜64 歳 圏域ニーズ 

施設利用者 

不明・無回答

40〜64 歳 
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２−６ 日常生活を支援する体制について 

買物に関する状況 

.  

.
.  

.

 

 
聴力低下による日常生活への影響 

 

 
  

 市全体 
中央 

地区 

中央東 

地区 

東部 

地区 

西部 

地区 

南部 

地区 

北部 

地区 

 n=3,123 n=555 n=598 n=817 n=245 n=554 n=222 

買物について困りごとがある割合 27.4％ 20.9％ 26.8％ 26.6％ 29.4％ 33.6％ 30.6％ 

困り

ごと

の 

内容 

お店までが遠い 13.5％ 5.2％ 10.5％ 11.3％ 18.0％ 22.9％ 23.9％ 

歩いて行くのが大変 14.6％ 9.0％ 14.0％ 15.1％ 15.5％ 17.7％ 19.4％ 

公共交通が不便 8.3％ 3.4％ 11.4％ 6.4％ 7.3％ 11.4％ 13.1％ 

一度に少量しか 

買物できない 
8.0％ 9.9％ 6.9％ 8.1％ 4.1％ 8.3％ 7.7％ 

 
聴力に 

問題はない 

聴力が低下している 

日常生活で

問題はない 

会話をする上

で不自由を

感じている 

外出が 

おっくうになる・ 

控えている 

その他 

日常生活に 

不安を感じる 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 （n=3,123） 
42.2％ 41.4％ 12.6％ 1.8％ 4.0％ 

在宅介護実態調査 

 （n=994） 
32.2％ 33.7％ 21.3％ 4.2％ 6.5％ 

施設サービス利用者調査 

 （n=188） 
26.1％ 33.5％ 27.1％ 2.7％ 5.9％ 

圏域ニーズ 

圏域ニーズ 在宅介護 施設利用者 
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生活課題の把握状況 

 

 

 

在宅生活の維持に必要だと感じる支援・サービス 

 
 

 
  

5

5

3

3

2

1

0

0

0

7

5

6

5

5

7

4

3

2

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体

情報提供が十分でない、

情報を得られない

相談先が分からない、ない

認知症状の対応に困っている

80歳前後の親と、50歳前後の無職未婚

の子が同居している（8050問題）

買い物先に困っている

建物や敷地内にごみなどを積み上げた状態

（いわゆる「ごみ屋敷」）で生活している

親の介護と子育てを同時にしている

（ダブルケア）

経済的に困窮している

18歳未満の子どもが家族の世話や

介護をしている（ヤングケアラー）

活動の中で把握している生活課題

高齢者活動に携わっている団体（n=12）

 配食 買物 ゴミ出し 見守り、声掛け 移送サービス 

単身世帯 （n=109） 23.8％ 27.7％ 23.8％ 23.8％ 13.9％ 

夫婦のみ世帯（n=199） 13.1％ 12.8％ 12.1％ 9.6％ 23.7％ 

高齢者福祉に携わっている団体・施設（n=14）

地域資源 

在宅介護 
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介護者における介護の負担度合いに関する分析について 

 

.
 

 

設問 各設問の選択肢 

①介護と、自分の趣味や自由に使える時間との両立が難しいと感じることがあるか 

１．全くあてはまらない 

２．ややあてはまらない 

３．どちらとも言えない 

４．ややあてはまる 

５．非常にあてはまる 

②家事や仕事をするうえで、介護が負担になっていると感じることがあるか 

③介護を受けている方とコミュニケーションがうまく取れずどうしたらよいか分からないと

感じることがあるか 

④介護をするなかで、もっと行政や医療機関から支援があればいいのに、と感じること

があるか 

⑤介護を始める前と比べて、自分のやりたいことができなくなったと感じるか 

 

負担度が 

平均より低い 

（５～12点） 

負担度が平均

よりやや低い 

（13～15点） 

負担度が 

平均程度 

（16～18点） 

負担度が 

やや高い 

（19～21点） 

負担度が高い 

（22点以上） 

介護の負担度合い 18.3％ 16.4％ 24.1％ 26.6％ 14.7％ 

介護の負担度合いにより差が見られた項目 
全体 

（n=994） 

負担度が 

やや高い 

（n=165） 

負担度が 

高い 

（n=91） 

施設等への入所・入居 「検討している」 14.0％ 23.6％ 27.5％ 

生活課題の状況 

「経済的困窮」 7.7％ 11.5％ 20.9％ 

「ごみ等を積み上げた状態で生活」 1.0％ 1.8％ 4.4％ 

「8050 問題」 6.4％ 10.9％ 11.0％ 

聴力低下による 

日常生活の支障 

「会話をする上で不自由」 21.3％ 24.2％ 38.5％ 

「出かけるのを控えている」 4.2％ 4.2％ 12.1％ 

在宅生活継続に向けて 

必要だと感じる支援 

「配食」 11.3％ 14.5％ 18.7％ 

「外出同行（通院・買物など）」 11.6％ 11.5％ 24.2％ 

「市で実施する介助移送サービス」 11.7％ 18.8％ 23.1％ 

「見守り・声掛け」 10.1％ 14.5％ 19.8％ 

「市で実施する訪問理美容サービス」 11.3％ 18.2％ 19.8％ 

在宅介護 
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２−７ 権利擁護について 

成年後見制度 の認知度 

    
  

 
成年後見制度の利用意向 

    
  

  
    

 
  

43.8

40.7

33.2

37.8

27.0

28.0

29.6

25.5

28.1

22.8

28.9

27.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

在宅介護実態調査

(n=994)

施設サービス利用者調査

(n=188)

成年後見制度の認知度

知っていた 内容はわからないが聞いたことはあった

知らなかった 不明・無回答

16.8

10.9

11.2

16.0

15.7

33.0

35.9

34.0

66.7

47.4

44.4

41.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～64歳調査

(n=381)

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=3,123)

在宅介護実態調査

(n=994)

施設サービス利用者調査

(n=188)

成年後見制度の利用意向

はい＋既に利用している いいえ わからない 不明・無回答

圏域ニーズ 在宅介護 施設利用者 40〜64 歳 

圏域ニーズ 在宅介護 施設利用者 40〜64 歳 
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２−８ 介護保険サービスについて 

在宅生活の改善に向けた介護サービスのニーズ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

生活改善 

23 24 47 12

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人

在宅生活が難しくなっている利用者

（n=106）

在宅生活改善に向けた状況

特別養護老人ホームのニーズが大きい

特別養護老人ホーム以外の施設・居住系サービスのニーズが大きい

在宅サービスの利用で生活改善が可能だと考えられる

生活改善が難しい

グループホーム

ニーズあり：11人

定期巡回ニーズあり：29人

ショートステイニーズあり：20人
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介護サービス別の利用状況と利用意向 

 

 
介護サービス未利用の理由 

 
 

  

54.2

25.1

21.8

11.4

16.8

19.3

6.7

7.6

17.8

7.4

29.0

22.2

18.5

17.6

17.2

13.0

12.5

6.4

5.6

2.6

0% 20% 40% 60%

通所介護

通所リハ

訪問介護

ショートステイ

訪問看護

訪問リハ

訪問入浴介護

定期巡回・随時対応型

居宅療養管理指導

小規模多機能型

介護サービスの利用と意向

利用状況（n=994）

利用意向（n=994）

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

要支援１・２ (n=165)
在宅介護実態調査(n=295)

在宅介護 

在宅介護 圏域ニーズ 

26.7

18.8

11.5

10.3

-

-

20.0

2.4

4.7

4.1

47.1

14.9

0% 20% 40% 60%

家族で介護しているため

利用したいサービスが無いため

利用したいが手続きがわからない

利用料の負担がきびしいため

サービスを利用するほどの状態ではない

サービス利用の希望が無い

介護サービス未利用の理由
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２−９ 介護人材について 

サービス系統別の職員の性年代別・雇用形態別割合の状況 

 
 

 

 
訪問介護員のサービス提供時間 

  
    

複  

 

  

75.9

69.0

58.4

38.9

27.9

21.2

12.7

26.2

5.5

15.4

0.0

6.2

11.4

4.8

36.0

45.7

72.1

72.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代(n=13)

30歳代(n=20)

40歳代(n=32)

50歳代(n=41)

60歳代(n=34)

70歳以上(n=25)

訪問介護員の年齢別サービス提供時間

（予防給付・総合事業）

身体介護 買物 その他生活援助

構成比 

訪問系サービス事業者 

（職員数 n=170） 

通所系サービス事業者 

（職員数 n=47） 

施設・居住系サービス事業者 

（職員数 n=318） 

年代・性別・雇用形態 
構成比     

（％） 
年代・性別・雇用形態 

構成比     

（％） 
年代・性別・雇用形態 

構成比     

（％） 

最多 60 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 16.4 40 歳代 ・ 女性 ・ 正規 12.8 30 歳代 ・ 男性 ・ 正規 13.2 

２ 50 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 15.3 30 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 10.7 20 歳代 ・ 女性 ・ 正規 11.9 

３ 40 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 13.6 30 歳代 ・ 女性 ・ 正規 10.6 20 歳代 ・ 男性 ・ 正規 10.7 

４ 70 歳以上 ・ 女性 ・ 非正規 10.6 20 歳代 ・ 女性 ・ 正規 

8.5 

30 歳代 ・ 女性 ・ 正規 8.8 

５ 30 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 7.1 50 歳代 ・ 女性 ・ 正規 40 歳代 ・ 男性 ・ 正規 7.5 

６ 50 歳代 ・ 女性 ・ 正規 4.7 50 歳代 ・ 女性 ・ 非正規 40 歳代 ・ 女性 ・ 正規 6.9 

介護人材 

介護人材 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定に向けたポイント 

１ 近年の状況と課題 

 
 

 ( ) ( )
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２ 第９期計画の基本指針と本計画における対応 

 
１ 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現 

【国の動向】 

総

 
【市の対応】 

 
 
２ 中⻑期的な目標 

【国の動向】 

 
【市の対応】 
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３ 医療計画との整合の確保 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

 
 
４ 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進 

【国の動向】 

複  
【市の対応】 

総  
 
５ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等 

【国の動向】 

複

 
【市の対応】 
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６ 介護に取り組む家族等への支援の充実 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

総  
 
７ 認知症施策の推進 

【国の動向】 

複
 

【市の対応】 

 

 
 
８ 高齢者虐待防止対策の推進 

【国の動向】 

 

 
【市の対応】 
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９ 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

 
 
10 介護サービス情報の公表 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

 
 
11 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等 

【国の動向】 

 
【市の対応】 
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12 効果的・効率的な介護給付の推進 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

 
 
13 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携 

【国の動向】 

 
【市の対応】 

 
 
14 介護保険制度の立案及び運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 

【国の動向】 

 
【市の対応】 
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15 保険者機能強化推進交付金等の活用 

【国の動向】 

総
 

【市の対応】 

 
 
16 災害・感染症対策に係る体制整備 

【国の動向】 

 
【市の対応】 
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第２節 鎌ケ谷市の地域包括ケアシステム 

１ 地域包括ケアシステムとは 

  

 
 

 

 
 
２ 地域包括ケアシステムの深化・推進により期待される成果 

（１） 医療と介護の連携 

 
 
（２） 認知症の高齢者にやさしいまちづくり 

 
  

構成要素 内容 

① 介護 介護が必要になったら利用する介護サービス全般 

② 医療 
かかりつけ医、看護サービス、急性期病院、回復期リハビリテーション病院など医療サ

ービス全般 

③ 予防 いつまでも元気で暮らすための介護予防や健康づくり、保健衛生面など 

④ 生活支援 日常の暮らしを支えて自立を支援するための福祉サービスや地域交流に関すること 

⑤ 住まいと住まい方 高齢者の住まいの確保、賃貸住宅入居時の保証人の確保、空き家の活用など 
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（３） 多様な生活支援サービス 

 
 
（４） 社会参加の促進 

複
  

  
複
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３ 地域共生社会の考え方 

複
 

総

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

地域包括ケアシステムの 

深化・推進 
地域共生社会の実現 
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第３節 計画の目指す姿・基本目標 

 
 

住み慣れた地域で支えあい、安心していきいきと暮らせるまち かまがや 

 

 
 
 
 

地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
 

 
 

活力ある高齢者の活動支援 

 
 
 

高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

 
 
 

介護保険事業の適正な運営 

 

目指す姿 

基本目標１ 

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 
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第４節 計画の体系 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

９ 介護サービスの適正な利用と 

制度の円滑な推進 

10 介護サービスの質の向上 

11 介護保険サービスの充実 

５ 健康づくりの充実と推進 

６ 社会参加・生きがいづくりの促進 

７ 日常生活を支援する体制の整備 

８ 権利擁護の推進 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

２ 認知症施策の推進 

３ 介護予防・日常生活支援 

総合事業の実施 

４ 地域包括支援センターの機能強化 

高齢者が安心 

して暮らせる 

環境の整備 

目指す姿 基本目標 施策の柱 

地域包括ケア 

システムの 

深化・推進 

活力ある高齢者 

の活動支援 

介護保険事業

の適正な運営 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
⽀
え
あ
い
︑
安
⼼
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち 

か
ま
が
や 

１ 

２ 

３ 

４ 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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第４章 施策の展開 

 
施策の柱 計画の見方 

目指す姿  
 
  
成果指標 

 
 
 
 

 
第８期計画の状況 

 

 

＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 
目標値

（Ｒ８） 

   

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

  
 

主な取組  

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

    

指標項目 
実績値 

(Ｒ４) 

目標値 

(Ｒ８) 

   

   

在宅介護 

取組の内容 
 

 

統計・実績 

 

目指す姿は、施策の柱の推進を通
して実現する地域や高齢者等の姿
に関する目標を記載しています。 

成果指標は、目指す姿の達成状況
を評価するための指標を位置づけ
ています。 
アンケート結果や統計をもとに設定
しており、その根拠を調査種別で示
しています。調査種別の説明につい
ては、14頁を参照ください。 

取組の内容は、目指す姿や成果指標
の達成に向けて実施する取組の方
向性について記載しています。 

第８期計画の状況は、目指す姿や
成果指標、取組の内容の検討するた
め、第８期計画の課題や進捗状況に
ついて記載しています。 
また、表中では第８期計画に位置づけ
た指標の実績値及び目標値を掲載し
ています。 

取組指標は、目指す姿や成果指標
の達成に向けて、第９期計画の期間
中に重点的に向上や維持等を目指
す項目を記載しています。 

個別施策は、位置づける具体的な
施策の内容及び取組について記載
しています。 
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基本目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

施策の柱１ 在宅医療・介護連携の推進 

目指す姿  
 
  
 
成果指標 

 
 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

. + .
 

総
±

 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

訪問診療ができる医療機関の認知度 31.2％ 32.5％（Ｒ４） 50.0％ 

専門職種間での会議・研修会の年間開催数 28 回 28 回（Ｒ４） 30 回 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

これから介護を受ける場所として、在宅を 

希望する人の割合 
55.5％ 60.0％ 

訪問診療ができる医療機関の認知度 
58.1％ 60.0％ 

32.5％ 40.0％ 

 

在宅介護 

圏域ニーズ 

在宅介護 

取組の 

内容 総
 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

専門職種間での会議・研修会の開催件数 28 回（Ｒ４） 30 回 

地域ケア個別会議における医療従事者の参加割合 23.5％（Ｒ４） 30.0％ 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

1-1-1 
医療・介護の地域

資源の把握と提供 

医療機関や介護サービス事業所等の資源を把握し、マップやリストを作

成するなど医療と介護の連携に必要な情報を提供し、医療・介護関係者や

医療・介護連携に関する相談・支援窓口等の連携を支援します。 

また、地域住民が必要とする情報を提供します。 

主な 

取組 

・事業所ガイドブックの改訂 

・認知症ガイドブック（訪問診療医療機関 

認知症サポート医 一覧）の改訂 

・専門職向け医療介護ネットの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2 

在宅医療と介護連

携の課題抽出と対

応 

医療・介護関係者が集まる会議を開催し、顔のみえる関係づくりを推進す

ることにより、地域で目指す目標の共有と課題の抽出や対応策を協議してい

きます。 

主な 

取組 
・在宅医療・介護連携推進事業世話人会の活動支援 

1-1-3 

切れ目のない在宅

医療と在宅介護の

提供体制の構築 

医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの継続的な提

供の調整、支援を在宅医療・介護連携推進運営室とともに行います。 

また、在宅医療推進にあたり医師、訪問看護師と定期的に話し合いを実

施し、医療・介護の各分野で行っている取組や状況を相互に共有します。 

主な 

取組 

・在宅医療・介護連携推進事業世話人会の活動支援 

・認知症サポート医との打ち合わせ 

・各部会（認知症部会・広報部会・研修部会）の定期的話し合い 

・地域ケア個別会議の開催 

  

事業所ガイドブック 

介護なび・かまがや 

鎌ケ谷市認知症 

ガイドブック 
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No 個別施策名 内容 

1-1-4 
医療・介護関係者

の情報共有 

患者・利用者の在宅療養生活を支えるために、患者・利用者の状態の変

化等に応じて医療・介護関係者で情報共有が速やかに行えるよう、情報共

有ツール「かかりつけ医連携手帳」や認知症の早期発見のための問診票に

ついて関係機関に周知し、利用促進を図ります。 

主な 

取組 

・かかりつけ医連携手帳の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症に関する問診票の活用 

・鎌ケ谷医療介護ネットに医療情報、地域情報等を定期的に掲載 

・鎌ケ谷ケア倶楽部（関係者用情報連携サイト）の活用 

1-1-5 

在宅医療・介護関

係者に関する相談

支援 

退院支援、在宅療養のための専門職種の調整のために、鎌ケ谷市医師

会に委託している「在宅医療・介護連携推進運営室」を積極的に活用して

いきます。 

入退院支援、在宅療養のサービス調整について病院・介護サービス事業

所と、地域包括支援センターの連携を強化していきます。 

医療機関や介護サービス事業所等が協働、情報共有を行うことで一体

的でスムーズな医療・介護サービスが提供され、日常生活が過ごせるように

していきます。 

主な 

取組 
・在宅医療・介護連携推進運営室の運営強化 

1-1-6 
医療・介護関係者

への研修 

医療と介護の連携を実現するために、お互いの業務の現状や専門性、役

割等の実際の業務を進める上で必要となる事項について共通理解を深める

研修の機会を提供します。 

また、研修会を通して専門職が必要な知識を学び顔のみえる関係づくり

を構築していきます。 

主な 

取組 

・在宅医療・介護連携推進事業世話人会の活動支援 

・研修部会による定期的な研修会の実施 

  

 
 

 
 

かかりつけ医連携手帳 
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No 個別施策名 内容 

1-1-7 
地域住民への普

及啓発 

地域住民が在宅医療や介護について理解し、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを続けることができるよう市民講座を実施します。 

地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携して市民向け講座を

継続的に実施することにより、地域住民へ在宅医療・介護連携の普及啓発

をしていきます。 

主な 

取組 

・在宅医療・介護連携に関するポスターの作成等 

・エンディングノートの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アドバンス・ケア・プランニング（終末期の医療ケア） の普及・啓発 

・終活セミナーの開催等（社会福祉協議会との共催） 

1-1-8 

在宅医療・介護連

携に関する関係市

町村の連携 

東葛南部６市（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、鎌ケ谷

市）で在宅医療・介護連携推進事業の情報交換を実施していきます。 

主な 

取組 
・東葛南部６市担当者会議の開催 

 
  

鎌ケ谷市エンディングノート 
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施策の柱２ 認知症施策の推進 

目指す姿 
 

 
  
 
成果指標 

 
 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

- ,
 

±
 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

認知症サポーター養成講座の受講者数 1,782 人 984 人（Ｒ４） 1,800 人 

認知症カフェ（オレンジカフェ）の設置箇所数 ３か所 ３か所（Ｒ５） ４か所 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

認知症に関連する施策について、 

「知っているものはない」の割合 
64.8％ 

50.0％ 

（低下目標） 

認知症自立度Ⅱ以上における 

「施設等への入所を検討中・申請済み」の割合 
30.2％ 

25.0％ 

（低下目標） 

 

在宅介護 

在宅介護 

取組の 

内容 
 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

認知症サポーター養成講座受講者数  984 人（Ｒ４） 1,800 人 

認知症カフェ（オレンジカフェ）の利用者数 224 人（Ｒ４） 1,400 人 

＜個別施策＞ 
No 個別施策名 内容 

1-2-1 
認知症の理解を深め

るための普及啓発 

市、地域包括支援センター等を中心に様々な世代を対象として認知症

サポーター養成講座、レベルアップ講座の継続的実施を行っていきます。 

また、養成講座修了者の活動を支援し、認知症にやさしいまちづくりに積

極的に取り組むために、認知症を理解し地域で活動できる「オレンジサポー

ト員」の養成と活動の充実を進めていきます。 

軽度認知障害（MCI） の早期発見・早期予防のための事業を実施し予防

に向けて周知啓発していきます。 

主な 

取組 

・認知症サポーター養成講座の開催 

・認知症サポーターレベルアップ講座の開催 

・認知症予防教室（楽笑トレーニング）の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オレンジサポート員活動の支援 

・市民講座の開催 

・講座情報の発信（市公式ＬＩＮＥ等） 

  

 
 

 
 

楽笑トレーニング 



  

48 

No 個別施策名 内容 

1-2-2 

認知症の容態に応

じた適時・適切な医

療・介護等の提供 

認知症ケアパスを改定し、普及・活用をしていきます。 

認知症サポート医と定期的に情報共有していきます。 

また、サポート医とかかりつけ医との連携を強化できるよう支援していきます。 

認知症の容態の変化に応じて、初期の段階で集中的に支援を行う初期

集中支援事業の取組を継続します。 

また、切れ目のない医療や介護サービスが提供される体制を目指します。 

主な 

取組 

・認知症初期集中支援チームの活動支援 

・認知症ケアパス及びガイドブックの普及・活用 

・認知症サポート医によるオレンジカンファレンスの実施 

・認知症相談事業の実施 

・ケアマネジャーへの認知症事例検討会の実施 

1-2-3 
認知症の人とその

家族への支援 

認知症の人や家族が集う場の設置や相談場所を拡充します。 

認知症の人や家族、専門職がお互いを理解し合う場として認知症カフェ

（オレンジカフェ）の設置や、家族の悩みを聞く認知症相談事業、社会福祉

協議会との共催による在宅介護者のつどいや認知症の人を介護している家

族の交流会を継続的に実施し、介護者の生活と介護の両立を支援します。 

また、ヤングケアラーの早期発見に努め、各機関と連携して支援につなげ

ていきます。 

主な 

取組 

・認知症カフェ（オレンジカフェ）の拡充 

・認知症相談事業の実施 

・在宅介護者のつどいの開催（社会福祉協議会との共催） 

・認知症家族の交流会の開催 

・認知症家族教室の開催 

・家族介護支援事業（徘徊高齢者位置情報提供サービス、

高齢者見守りシール、家族介護支援介護用品）の実施 

・民間業者と連携した高齢者見守り事業の実施 

・市内小学生に対する認知症サポーター養成講座の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

高齢者見守りシール 
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No 個別施策名 内容 

1-2-4 
認知症地域支援推

進員活動の推進 

認知症の人に対する医療・介護等のネットワークの構築を進め、認知症に

なっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう活動していきます。 

また、オレンジサポート員の活動を支援します。 

主な 

取組 

・認知症の理解を深めるための普及・啓発 

・認知症カフェ（オレンジカフェ）の支援 

・オレンジサポート員の活動支援 

・認知症相談事業の実施 

 
 
 
コラム  世界アルツハイマーデー 

 

 

複
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施策の柱３ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

目指す姿  
 

  
  

成果指標 

 
 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

A C
 
±

 
 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

市独自サービス事業者数 ６事業所 ８事業所（Ｒ５） ８事業所 

市認定ヘルパー養成講座の開催回数 １回 １回（Ｒ５） ２回 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

通所型サービスＣの実施人数 ５人 65 人 

隣近所で困っている世帯に対し 

「ちょっとした買物を手助けできる」割合 
10.0％ 11.0％ 

 

統計・実績 

取組の 

内容 
複

複
 

在宅介護 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

市独自サービス（従来の訪問介護及び通所介護の基準を緩和した

サービス）事業者数 （詳細は 91、92頁） 
８事業所（Ｒ５） 10 事業所 

市認定ヘルパーの養成（入門的研修の修了）人数 20 人（Ｒ５） 18 人 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

1-3-1 

介護予防・日常生

活支援総合事業

の推進 

（詳細は 91頁） 

地域の実情に応じた多様な団体が参画することで、地域での支えあい体

制づくりを推進します。 

多様なサービス利用の実現を目指すため、地域資源を活用するなど生

活支援サービスを提供できる事業所を増やしていきます。 

主な 

取組 

・介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス、生活支援

サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメント）の実施 

・一般介護予防事業の実施 

1-3-2 入門的研修の開催 

生活援助の担い手として多くの人が活躍できるよう、入門的研修を定期

的に実施し、人材を養成していきます。 

主な 

取組 

・市認定ヘルパーの養成（入門的研修）の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
入門的研修 
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施策の柱４ 地域包括支援センターの機能強化 

目指す姿  
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 
 
 

  
第８期計画の状況 

 
, + ,

,
 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

基幹型地域包括支援センター設置箇所数 ０か所 １か所（Ｒ５） １か所 

地域包括支援センターの総合相談件数 11,140 件／年 
16,417 件／年 

（Ｒ４） 
12,000 件／年 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

何かあったときに相談する 
相手として「地域包括支援 
センター・役所」と答えた割合 

中央：13.9％ 中央東：11.5％ 
東部：11.6％ 西部：11.4％ 
南部：10.3％ 北部：11.3％ 

全地区で 

15.0％以上 

地域包括支援センターの 

認知度 
36.2％ 40.0％ 

 

圏域ニーズ 

取組の 

内容 
 

40〜64 歳 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

地域包括支援センターの総合相談件数（基幹型含む） 16,417件（Ｒ４） 25,000件 

地域ケア会議の開催回数 ９回（Ｒ４） 30 回 

地域包括支援センターの設置数 ３か所（Ｒ５） ４か所 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

1-4-1 
総合相談支援機

能の充実 

地域包括支援センターの増設により、地域包括ケアシステムの核となる

身近な相談場所の提供や支援を充実させ、地域包括支援センターの周知

（市公式ＬＩＮＥ等の活用）を図るとともに、高齢者個人にどのような支援が必

要かを把握し、関係機関と連携することによって、適切な医療や福祉サービ

ス、介護サービスにつなげていきます。 

主な 

取組 

・総合相談体制の強化 

（医療・介護サービスの利用、関係機関との連携による相談支援） 

・専門職ミーティング研修等の開催 

・重層的支援体制整備事業における包括的な相談支援 

・ヤングケアラーを支援する関係機関との連携 

1-4-2 
地域ケア会議の推

進 

地域包括支援センターの専門職がそれぞれの専門性を活かし効果的な

支援ができるよう、地域ケア会議と困難ケース会議を定期的に実施していき

ます。また、積み重ねた事例から地域課題を発見し、圏域ごと及び市全体

で課題解決へ向けた協議を行います。 

主な 

取組 

・自立支援型地域ケア会議、支援困難ケース地域ケア会議の開催 

・包括圏域地域ケア推進会議、市全体地域ケア推進会議の開催 

・地域課題の解決・地域のネットワークの構築 

1-4-3 
包括的・継続的ケ

アマネジメント支援 

個々の高齢者の自立支援や重度化防止に視点を向けたケアプランの作

成と、ケアマネジャーの日常的な業務を支援するため、専門員からの相談

に応じ、個別の指導や助言を行います。 

主な 

取組 

・個別支援会議の開催 

・自立支援・重度化防止の強化 
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基本目標２ 活力ある高齢者の活動支援 

施策の柱５ 健康づくりの充実と推進 

目指す姿  
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

 
+

 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

介護予防体操、認知症予防等の実施場所数 91 か所 92 か所（Ｒ５） 96 か所 

健康づくり・介護予防ボランティアの 

養成・育成支援団体数（個人を含む） 
59 団体 

144 団体 

（Ｒ５） 
65 団体 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

運動機能リスク「リスクあり」の割合 19.4％ 
17.5％ 

（低下目標） 

閉じこもりリスク「リスクあり」の割合 15.6％ 
14.0％ 

（低下目標） 

 

圏域ニーズ 

取組の 

内容 複
 

圏域ニーズ 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

介護予防体操、認知症予防等の実施場所数 92 か所（Ｒ５） 108 か所 

健康づくり・介護予防ボランティアの活動人数 144 人（Ｒ５） 212 人 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

2-5-1 

高齢者の健康づく

りと介護予防の普

及啓発 

自らが意識を高め、健康行動が日常生活に取り組めるよう地域での教室

や講座を充実し、健康増進と介護予防の取組を支援します。 

主な 

取組 

・柔体操の実施 

・楽笑トレーニングの実施 

・学習療法事業の活動支援 

・健幸サポーター※の活動支援 

・談話室事業の実施 

・介護者教室の開催 

・健康増進体操教室の開催 

・地域リハビリテーションの実施 

・元気アップ講座の開催 

・各地区での体操教室の開催 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  

（後期高齢者の質問票の活用） 

2-5-2 

住民を主体とした

一般介護予防事

業等の推進 

地域における住民主体の通いの場の指導者の育成・支援を行います。 

また、住民主体の通いの場を充実するなど、地域のニーズに沿ったサー

ビスの場の創出に取り組みます。 

主な 

取組 

・健康づくりボランティアの活動支援 

・笑顔いっぱいシルバー元気ゼミへの支援 

・健幸サポーターの活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習療法事業の活動支援 

  

 
健幸サポーター 
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施策の柱６ 社会参加・生きがいづくりの促進 

目指す姿  
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

,
- ,  

-
 

 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

社会福祉センター利用者数 28,463 人 12,759 人（Ｒ４） 31,000 人 

シルバー人材センター会員数 529 人 509 人（Ｒ４） 648 人 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

生きがいがある人の割合 62.8％ 65.0％ 

「活動メンバーの不足・高齢化・負担増」が 

運営上の課題だと答えた団体の割合 

（高齢者活動に携わっている団体） 

48.6％ 
45.0％ 

（低下目標） 

 

圏域ニーズ 

取組の 

内容 

複
 

複
複  

地域資源 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

社会福祉センターの利用者満足度 

（満足、やや満足を選んだ方の割合） 
83.8％（Ｒ４） 85.0％ 

シルバー人材センター会員数 509 人（Ｒ４） 530 人 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

2-6-1 
生涯学習・スポー

ツ活動の促進 

文化、趣味、スポーツ、健康づくり等の活動の推進と支援を行うとともに、

活動発表や交流の場の提供を行い、社会参加の機会の確保と生きがいづく

りを進めます。 

主な 

取組 

・シルバー川柳の募集 

・かまがやまなびぃ大学の 

講師派遣 

・千葉県生涯大学校の周知 

・生涯学習活動等（生涯スポー

ツ）への参加促進 

・長寿大運動会等のイベントの

開催 

 

 

 

 

2-6-2 
地域交流、福祉活

動の促進 

高齢者がいつまでも地域の中で積極的に社会参加できるよう、交流機会

の充実を図るとともに高齢者の福祉活動を促進します。 

主な 

取組 

・社会福祉センターの運営 

・老人憩の家の運営支援 

・談話室事業の実施 

・敬老祝金の支給 

・自治会主催の敬老行事の支援 

・結婚 50周年記念品の贈呈 

・百歳高齢者の記念品の贈呈 

・老人クラブの活動支援 

・ボランティア活動の促進（ボランティアセンター） 

2-6-3 高齢者の就労支援 

就労意欲を持つ高齢者を支援していくことは、充実した生活を送る活力と

なり、いきいきとした高齢社会の実現につながります。 

高齢者が培ってきた知識や経験が生かされるよう、関係機関と連携し、

就労機会の確保を進めます。 

主な 

取組 

・シルバー人材センターの運営支援 

・無料職業紹介所「わーくプラザ鎌ケ谷」の利用促進 

・企業等における高齢者の雇用促進 

・シニアの再就職支援セミナーの開催 

 
シルバー川柳（展示の様子） 
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基本目標３ 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

  施策の柱７ 日常生活を支援する体制の整備 

目指す姿  
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

 

 

 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

生活支援体制整備事業における第２層協議体会議回数 20 回 25 回（Ｒ５） 36 回 

福祉有償運送団体登録数 ２団体 ２団体 ３団体 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

「聴力の低下により、会話をする上で 

不自由を感じている」割合 
21.3％ 

20.0％ 

（低下目標） 

生活課題を把握している団体の割合 

（高齢者福祉に携わっている団体） 

ダブルケア：28.6％ 

経済的困窮：21.4％ 

ヤングケアラー：14.3％ 

いずれも 

30.0％ 

 

在宅介護 

取組の 

内容  

地域資源 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

生活支援体制整備事業等におけるコーディネーター相談回数 20 回（Ｒ４） 100 回 

補聴器購入費の助成件数 30件（Ｒ４） 60件 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

3-7-1 生活の支援 

生活支援コーディネーターと地域包括支援センターが高齢者の日常生

活を支援するため、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等によるサー

ビスの充実を図ります。 

また、協議体を地域で継続的に実施し、必要な支援について地域で取り

組んでいきます。 

主な 

取組 

・ふれあい収集事業（ごみの戸別収集）の実施 

・ボランティアによるごみ出し支援（地区社会福祉協議会の一部地区） 

・買物支援の実施（民間事業者による移動スーパー事業） 

・市認定ヘルパー、NPO法人、ボランティアの活動支援 

・給食サービスの実施 

・寝具乾燥等サービスの実施 

・紙おむつの給付 

・家族介護介護用品の支給 

・はり・きゅう・マッサージ等の費用助成 

・生活支援体制整備事業の実施 

・補聴器購入費の助成 

3-7-2 外出の支援 

買物や通院等の日常生活に必要な移動を支援するため、高齢者の外出を

社会全体で支える体制を整備します。そのために、民間事業者、NPO 法人や

社会福祉法人等に外出支援サービスについて理解を求め、活動を支援してい

きます。 

主な 

取組 

・外出支援サービス事業の実施 

・福祉有償運送団体の登録に係る協議 
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No 個別施策名 内容 

3-7-3 住まいの支援 

介護が必要になっても、引き続き在宅での生活が継続できるよう、住宅

改修や緊急通報システムの取付などの住環境の整備や、有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅等への住み替えのための情報提供などを

行います。 

主な 

取組 

・住宅改修費の支給 

・住みよい住まいづくり助成事業の実施 

・緊急通報システム事業の実施 

・有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る国・県との

連携 

・千葉県あんしん賃貸支援事業、セーフティネット住宅及び住宅確

保要配慮者居住支援法人の情報提供 

3-7-4 

災害時支援や 

感染症対策、 

見守り体制の強化 

民生委員、電気・ガス・新聞・コンビニエンスストアなどの民間事業者と連

携して地域全体で高齢者の見守りを行い、異常等を発見した時に迅速に対

応できる見守りネットワーク体制を強化していきます。 

さらに、日頃から介護事業所と連携し、災害と感染症に対する備えの支

援を行っていきます。 

主な 

取組 

・民生委員による見守り活動の支援 

・民間事業者と連携した高齢者見守り事業の実施 

・避難行動要支援者避難支援事業の推進 

・介護事業所等における災害時支援や感染症対策の周知啓発、

研修、訓練の実施、必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備 

・災害や感染症発生時の支援・応援体制の構築 

・介護事業所等の新型コロナウイルス感染症への対応（①国・県か

らの情報を適宜提供 ②リモート会議等による感染予防の情報提

供や情報交換の実施 ③感染症対策に使用する備品類の在庫

管理徹底の促進 ④感染症対応マニュアルの作成促進） 
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コラム  鎌ケ谷市が行っている見守り事業について 
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施策の柱８ 権利擁護の推進 

目指す姿 
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

+
 

. - .  

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

成年後見制度の利用者数（法定後見及び任意後見） 137 人 168 人（Ｒ４） 150 人 

地域包括支援センターの認知度 38.4％ 36.2％（Ｒ４） 50.0％ 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

成年後見制度の認知度 

（内容まで知っている割合） 
40.7％ 45.0％ 

市民後見人養成講座受講者数 66 人 90 人 

 

圏域ニーズ 

取組の 

内容 
 

 

統計・実績 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

虐待に関する普及啓発活動の実施回数 １回（Ｒ５） ３回 

成年後見制度利用促進に関する相談会・説明会等への参加数 26 回（Ｒ４） 32 回 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

3-8-1 
高齢者虐待防止

の推進 

高齢者虐待の防止・早期対応を行い、高齢者一人ひとりの意思が尊重さ

れ、人生に尊厳を持って過ごすことができるまちづくりを推進します。 

主な 

取組 

・民間事業者と連携した高齢者見守り事業の実施 

・虐待に関する普及啓発事業の推進 

・高齢者虐待の早期発見・早期対応 

・高齢者虐待ネットワークの構築 

・養護老人ホームへの入所措置 

・緊急一時入所事業の実施 

・事業者への研修 

3-8-2 

成年後見制度の利

用促進と市民後見

人の育成・活用 

認知症等で判断力が衰え、判断能力が十分でない人が不利益を被らず

に制度を積極的に利用することができるよう、関係機関と連携しながら成年

後見制度や市民後見人の普及・啓発を進めていきます。 

主な 

取組 

・成年後見制度利用支援事業の実施 

・市民後見人養成講座の開催 

・成年後見制度に関する講演会や個別相談会等の開催（社会福

祉協議会） 

・日常生活自立支援事業の充実と利用促進（社会福祉協議会） 

・エンディングノートの活用 

3-8-3 

電話ｄｅ詐欺※被

害や消費者トラブ

ルの未然防止 

高齢者を見守る周囲への働きかけや情報提供、相談等を積極的に展開

しながら、トラブルの未然防止や拡大防止を図ります。 

主な 

取組 

・消費生活センターにおける消費者相談の実施 

・消費生活センターだよりの発行 

・出前講座の実施 

・電話ｄｅ詐欺 被害防止の啓発 

・民間事業者と連携した高齢者見守り事業や講座の実施 
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基本目標４ 介護保険事業の適正な運営 

施策の柱９ 介護サービスの適正な利用と制度の円滑な推進 

目指す姿 
 

 
  

成果指標 

 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

. + .
 

+
 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

介護保険料収納率（現年＋滞納繰越） 96.2％ 98.8％（Ｒ４） 96.5％ 

ケアプラン点検数 ０件 10件（Ｒ５） ３件 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

介護保険に関する情報を 

「得たいが、十分に得られていない」割合 
10.5％ 

5.5％ 

（低下目標） 

介護保険料収納率（現年＋滞納繰越） 98.8％ 99.0％ 

 

取組の 

内容  

在宅介護 

統計・実績 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

介護保険パンフレット発行部数 3,000冊（Ｒ４） 3,500冊 

ケアプラン点検数 10 件（Ｒ５） 15 件 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

4-9-1 
多様な情報提供

の実施 

支援やサービスが必要になった場合に、高齢者やその家族が自ら選択し

て介護サービスを利用できるよう、広報紙、冊子、ホームページ、窓口等の

多様な媒体を通じた情報提供を行い、市民にとって身近な情報発信を行い

ます。 

また、ケアマネジャーが、高齢者やその家族へ十分な情報提供を行える

よう支援を行います。 

主な 

取組 

・制度の周知、啓発 

・介護サービス情報公表システム 

の活用促進 

・ケアプランの点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-9-2 
費用負担の適正

化 

介護保険料は、介護保険制度を運営するための貴重な財源であるた

め、制度の趣旨や保険料の多段階の所得段階設定など、被保険者の理解

が得られるようきめ細かな対応をしていきます。 

また、公平性の観点を踏まえながら低所得者対策を実施し、必要なサー

ビスにつなげていきます。 

主な 

取組 

・保険料収納率の維持、向上 

・保険料の軽減、減免 

・利用者負担の軽減 

（高額介護サービス費 、高額合算サービス費 、介護保険負担

限度額、社会福祉法人減免制度の活用促進） 

4-9-3 
給付適正化事業

の推進 

要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の点検、福祉用具

購入・貸与調査、縦覧点検・医療情報の突合等により、介護給付等の適正

化を進めます。 

主な 

取組 
・介護給付適正化事業の実施（詳細は、104 頁参照） 

  

介護保険パンフレット 

あなたの笑顔を支える 介護保険 
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施策の柱 10  介護サービスの質の向上 

目指す姿  
 
  

成果指標 

 
 
 
 
 

  

第８期計画の状況 

+
 

 

  

指標項目 
令和元年度 

実績 

第８期期間 

実績 

令和５年度 

目標 

介護職員研修受講費用の助成人数 ０人 14 人（Ｒ４） 15 人 

介護職イメージアップ事業回数 ０回 ０回（Ｒ５） １回 

指標項目 実績値(Ｒ４) 目標値(Ｒ８) 

入所施設での生活について満足している人の 

割合 
79.3％ 84.3％ 

介護事業所からの事故報告書提出件数 168件 
148件 

（低下目標） 

 

取組の 

内容  

施設利用者 

統計・実績 

重点 
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＜取組指標＞ 

指標項目 実績値 目標値（Ｒ８） 

運営指導を実施した事業所数 19件（Ｒ４） 21件 

介護職員研修受講費用の助成人数 14 人（Ｒ４） 18 人 

＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

4-10-1 

事業者の人材確

保に向けた取組の

支援 

高齢者やその家族が安心して介護サービスを利用できるよう、介護相談

員の派遣や事故防止の徹底、文書負担の軽減、介護事業所間での連携

支援などを通じて、サービスの質の向上を進めます。 

主な 

取組 

・相談体制の充実 

・要介護認定を行う体制の計画的な整備 

（介護認定審査会 のＩＣＴ化等） 

・介護相談員の派遣 

・苦情処理体制の充実 

・事故防止の徹底（事業者自らによる事故発生原因の分析、具体

的な再発防止策、事故分析等の周知） 

・文書負担の軽減、介護事業所間の連携支援 

（簡略化、標準化、ＩＣＴ等の活用） 

4-10-2 
事業者の指定と 

指導体制の充実 

介護サービス事業者の指定にあたっては、適正な事業者の参入が円滑

に行われるよう公正な指定を行います。 

また、適切なサービスが提供されるよう、運営指導や集団指導を通じて

指定介護サービス事業所の育成と支援を行います。 

主な 

取組 

・事業者の指定 

・運営指導、集団指導の実施 

4-10-3 

事業者の人材確

保に向けた取組の

支援 

不足する介護人材を確保し、市内介護サービス事業所への就労を促す

ため、介護の業務改善や介護現場の魅力向上及び各種研修への参加促

進と定着促進のための研修受講費用の助成を行うことで、介護人材の確

保・育成・定着を進めます。 

主な 

取組 

・介護職員研修受講費用の助成 

・市認定ヘルパーの養成（入門的研修）の開催 

・国の総合的な介護人材確保対策に基づく取組（①介護職員の処

遇改善 ②多様な人材の確保・育成 ③介護現場の生産性向上

（ＤＸ推進支援、介護ロボット・見守りセンサー、ＩＣＴの活用推進） 

④介護職の魅力向上（介護職イメージアップ事業） ⑤外国人介

護人材の受入れ環境整備） 
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施策の柱 11  介護保険サービスの充実 

目指す姿  
 

 
 
 
 
 
＜個別施策＞ 

No 個別施策名 内容 

4-11-1 

重度者向け在宅

サービスの整備・

普及 

可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活したいという多くの市民の希望

を実現するため、重度者向け在宅サービス（小規模多機能サービス、定期

巡回・随時対応サービス、看護小規模多機能型居宅介護）の普及を推進し

ていきます。 

4-11-2 
在宅サービスの充

実 

在宅生活の継続を目的とした事業を引き続き推進することにより、高齢者

それぞれの状態に応じた、生活や介護を支援するサービスの提供を行いま

す。 

4-11-3 
施設・居住系サー

ビスの整備 

事業者等と連携して、市の実情に応じた施設・居住系サービス基盤の整

備や高齢者向け住まいの整備を推進していきます。 

 
  

取組の 

内容 
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コラム  地域密着型サービスの紹介 

 

複  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  



  

70 

第５章 介護保険事業の効果的な運営 

第１節 サービスの種類と実績、見込量、施設整備計画 

 

 サービスの種類 

対象 

要介護 

１～５ 

要支援 

１・２ 

事業対

象者※ 

１ 

居宅サービス 

 

要介護等認定

者 が 、自宅で

受けるサービス

や自宅から通

って利用するサ

ービスのこと。 

① 訪問介護 対象   

② （介護予防）訪問入浴介護 

③ （介護予防）訪問看護 

④ （介護予防）訪問リハビリテーション 

⑤ （介護予防）居宅療養管理指導 

対 象  

⑥ 通所介護［デイサービス］ 対象   

⑦ （介護予防）通所リハビリテーション [デイケア] 

⑧ （介護予防）短期入所生活介護 [ショートステイ] 

⑨ （介護予防）短期入所療養介護 [医療型ショートステイ] 

⑩ （介護予防）福祉用具貸与 

⑪ （介護予防）特定福祉用具購入 

⑫ （介護予防）住宅改修 

⑬ （介護予防）特定施設入居者生活介護 

⑭ 居宅介護支援／介護予防支援 

対 象  

総合事業－訪問型サービス／通所型サービス  対 象 

２ 

地域密着型サ

ービス 

 

要支 援 者 ・要

介護者の住み

慣れた地域で

の生活を支援

するために市町

村単位で提供

するサービスの

こと。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

② 夜間対応型訪問介護 

③ 地域密着型通所介護[デイサービス] 

対象   

④ （介護予防）認知症対応型通所介護 

[認知症対応型デイサービス] 

⑤ （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

⑥ （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

[グループホーム] 

対 象  

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

[小規模な特別養護老人ホーム] 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

対象   
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 サービスの種類 

対象 

要介護 

１～５ 

要支援 

１・２ 

事業対

象者 

３ 

施設サービス 

 

介護老人福祉

施設などに入

所 し て い る 要

支援者・要介

護 者 に 対 し

て、施設が提

供するサービ

スのこと。 

①介護老人福祉施設 ［特別養護老人ホーム］ 

※原則 

要介護 

３以上 

  

②介護老人保健施設 

 

③介護医療院 

対象   

４ 

市特別給付 

サービス 

 

介護保険制度

の中で市町村

が実情に合わ

せて独自に提

供するサービ

スのこと。 

①訪問理美容サービス 

 

②介助移送サービス 

対 象  

③支給限度額の上乗せ（要介護１、２の訪問介護のみ） 対象   
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（参考）サービスの実績、見込量について 

第８期計画（令和３年度～令和５年度）の実績値は、千葉県国民健康保険団体連合会に報告したサービ

ス使用実績となります。ただし、令和５年度は見込値となります。 

第９期計画（令和６年度～令和８年度）及び中長期（令和 12（2030）年、令和 17（2035）年及

び令和 22（2040）年）の計画値は、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムにより推計し

ました。なお、表中の計画値及び実績値は、1 月あたりのサービス量に 12（月）を乗じたものであ

り、年間の数値となります。  

①被保険者数の推計 

第１号被保険者数は、国より示される将来推計人口、または、コーホート変化率法により推計した

将来人口及び被保険者数の動向に基づき設定します。 

②要介護認定者数の推計 

男女別、年齢別、要支援・要介護度別の認定率をもとに、推計人口を乗じて算出します。 

③施設・居住系サービスの利用者数の推計 

施設・居住系サービスの整備計画を踏まえ、認定者数の推計、給付実績の動向をもとに、サービ
ス利用者数、サービス見込量、給付費を推計します。その際に、現段階でのサービス量について在
宅系サービスと施設・居住系サービスのバランスを検討した上で推計を行います。 

④居宅サービス利用者数の推計 

給付実績等を踏まえて、今後の認定者に対するサービス利用者の割合や一人当たり利用回数・給
付費の見込を検討します。上記③における在宅系サービスと施設・居住系サービスのバランスの検
討から在宅系サービスの提供状況を踏まえて、サービス見込量、給付費を推計します。 

⑤総給付費の推計 

利用者数推計にサービス別・要介護度別の一人当たり給付額（実績からの推計）を乗じて算出し
ます。 

⑥第 1号被保険者保険料額の設定 

第１号被保険者の保険料については、上記の第１号被保険者・要介護認定者の見込等により推計
した総給付費に必要な経費を合わせた標準給付費、国が示す保険料算定に必要な係数等に基づき
設定します。 
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１ 居宅サービス 

（１） サービスの目的と内容 

 

 
（２） 第８期の実績と今後の利用見込 

 
 

   

 
 

 
   

   

 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 191,029 199,278 212,323 218,180 222,746 232,037 264,317 281,107 272,422

実績 200,403 211,905 218,180

104.9% 106.3% 102.8%

計画 8,304 8,652 9,156 10,368 10,620 10,992 12,396 13,032 12,516

実績 9,085 9,704 10,128

109.4% 112.2% 110.6%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

- - -

計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

- - -

計画 4,327 4,594 4,981 4,596 4,596 4,862 5,672 6,067 5,950

実績 3,289 4,046 4,547

76.0% 88.1% 91.3%

計画 780 828 900 828 828 876 1,020 1,092 1,068

実績 647 737 804

82.9% 89.0% 89.3%

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

回

達成状況

人

達成状況



  

74 

 
 

   
   

 
 

 
   

   

 
 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 4,548 4,628 4,890 4,265 4,400 4,478 4,963 4,984 4,634

実績 3,006 3,713 4,265

66.1% 80.2% 87.2%

計画 624 636 672 744 768 780 864 864 804

実績 443 588 744

71.0% 92.5% 110.7%

計画 35,969 38,006 40,474 58,621 59,864 62,305 70,594 74,918 72,432

実績 38,422 49,158 58,183

106.8% 129.3% 143.8%

計画 4,308 4,548 4,836 5,976 6,108 6,348 7,176 7,596 7,332

実績 4,567 5,268 5,820

106.0% 115.8% 120.3%

達成状況

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

回

達成状況

人

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 2,342 2,460 2,713 2,662 2,801 2,801 3,079 3,079 3,079

実績 2,492 2,480 2,662

106.4% 100.8% 98.1%

計画 228 240 264 240 252 252 276 276 276

実績 254 236 240

111.4% 98.3% 90.9%

計画 23,208 24,658 25,906 23,080 23,689 24,652 27,572 29,545 28,979

実績 19,292 19,769 21,746

83.1% 80.2% 83.9%

計画 1,764 1,872 1,968 1,740 1,788 1,860 2,076 2,220 2,172

実績 1,471 1,516 1,560

83.4% 81.0% 79.3%

達成状況

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

回

達成状況

人
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（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 492 504 516 804 828 828 924 936 912

実績 551 590 804

112.0% 117.1% 155.8%

計画 8,472 8,976 9,564 11,244 11,856 12,384 13,308 14,148 14,388

実績 9,177 9,814 10,512

108.3% 109.3% 109.9%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 131,051 138,122 146,038 148,044 151,375 156,882 176,411 184,819 176,892

実績 126,870 133,834 147,533

96.8% 96.9% 101.0%

計画 12,804 13,488 14,256 13,968 14,292 14,796 16,608 17,364 16,596

実績 12,140 12,932 13,764

94.8% 95.9% 96.5%

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 1,080 1,128 1,176 864 900 924 1,008 996 936

実績 896 950 864

83.0% 84.2% 73.5%

計画 35,077 36,888 38,802 31,610 32,347 33,499 37,704 39,756 37,994

実績 28,595 28,805 31,607

81.5% 78.1% 81.5%

計画 4,380 4,608 4,848 4,020 4,116 4,260 4,788 5,040 4,812

実績 3,652 3,773 3,912

83.4% 81.9% 80.7%

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 194 259 259 31 62 62 62 62 62

実績 238 92 31

122.7% 35.5% 12.0%

計画 36 48 48 12 24 24 24 24 24

実績 38 21 12

105.6% 43.8% 25.0%

計画 60,823 64,636 69,067 56,189 56,724 59,365 67,974 72,192 70,322

実績 51,295 51,771 55,762

84.3% 80.1% 80.7%

計画 3,708 3,936 4,200 3,552 3,612 3,768 4,284 4,536 4,392

実績 3,229 3,170 3,468

87.1% 80.5% 82.6%

達成状況

介

護

給

付

日

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

日

達成状況

人
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（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

- - -

計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

- - -

計画 816 959 1,013 2,640 2,640 2,640 3,228 3,228 3,108

実績 1,431 1,841 2,174

175.4% 192.0% 214.6%

計画 156 180 192 276 276 276 336 336 324

実績 157 176 240

100.6% 97.8% 125.0%

達成状況

介

護

給

付

日

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

日

達成状況

人

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 3,840 3,996 4,164 4,308 4,416 4,512 4,956 5,076 4,896

実績 4,020 4,109 4,308

104.7% 102.8% 103.5%

計画 17,195 18,144 19,224 21,492 21,984 22,704 23,988 25,908 25,476

実績 17,432 19,047 20,220

101.4% 105.0% 105.2%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況
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（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 96 96 108 84 96 96 96 96 96

実績 99 80 72

103.1% 83.3% 66.7%

計画 408 420 456 420 408 432 480 504 480

実績 338 346 360

82.8% 82.4% 78.9%

予

防

給

付

人

達成状況

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 144 300 312 168 192 192 216 216 192

実績 165 146 120

114.6% 48.7% 38.5%

計画 396 408 444 396 408 432 468 480 480

実績 326 274 312

82.3% 67.2% 70.3%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] 5 か所 5 か所 0 か所 

定員数[累計] 244 人 304 人 60 人 

 
 

   
   

 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 156 156 156 132 156 156 156 156 156

実績 166 125 108

106.4% 80.1% 69.2%

計画 1,584 1,584 1,584 2,040 2,184 2,184 2,364 2,364 2,184

実績 1,748 1,755 1,944

110.4% 110.8% 122.7%

予

防

給

付

人

達成状況

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 5,220 5,436 5,664 5,568 5,832 5,964 6,552 6,552 6,072

実績 5,103 5,295 5,568

97.8% 97.4% 98.3%

計画 29,064 30,612 32,352 34,128 33,948 35,184 39,588 41,520 39,840

実績 28,187 30,435 32,028

97.0% 99.4% 99.0%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況
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２ 地域密着型サービス 

（１） サービスの目的と内容 

 
（２） 第８期の実績と今後の利用見込 

 
 

   

 
 

 
 

実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] １か所 １か所 ０か所 

 
 

 
  

       
 

  
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 120 144 144 96 96 96 120 120 108

実績 80 81 72

66.7% 56.3% 50.0%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] 15 か所 18 か所 ３か所 

定員数[累計] 192 人 222 人 30 人 

 
 

 
   

   
    

  
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 40,986 43,198 45,640 47,651 48,298 49,752 56,123 58,768 56,257

実績 41,057 42,995 47,267

100.2% 99.5% 103.6%

計画 4,392 4,620 4,872 5,556 5,640 5,808 6,528 6,804 6,504

実績 4,350 4,715 5,364

99.0% 102.1% 110.1%

介

護

給

付

回

達成状況

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] １か所 １か所 ０か所 

定員数[累計] 25 人 25 人 ０人 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 12 12 12 0 0 0 0 0 0

実績 0 1 0

0.0% 8.3% 0.0%

計画 132 168 216 252 240 264 276 288 276

実績 162 206 252

122.7% 122.6% 116.7%

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

予

防

給

付

人

達成状況
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] ４か所 ４か所 ０か所 

定員数[累計] 63 人 63 人 ０人 

 
 

 
   
 

  
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 12 12 12 12 12 12 12 12 12

実績 12 12 12

100.0% 100.0% 100.0%

計画 744 744 744 720 720 720 888 924 900

実績 720 716 708

96.8% 96.2% 95.2%

予

防

給

付

人

達成状況

介

護

給

付

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] １か所 １か所 ０か所 

定員数[累計] 20 人 20 人 ０人 

 
 

   

 
 

 
 

実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] １か所 １か所 ０か所 

定員数[累計] 20 人 20 人 ０人 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 240 240 240 240 240 240 216 324 324

実績 253 241 240

105.4% 100.4% 100.0%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 0 0 0 180 240 252 288 300 276

実績 0 0 84

- - -

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

人

達成状況
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３ 施設サービス 

（１） サービスの目的と内容 

 
（２） 第８期の実績と今後の利用見込 

 
 

   

 
 

 
 

実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] ９か所 10 か所 １か所 

定員数[累計] 826床 926床 100床 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 6,108 6,108 6,108 6,348 6,612 6,888 7,392 7,596 7,260

実績 5,942 5,947 6,144

97.3% 97.4% 100.6%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

人

達成状況
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実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] ２か所 ２か所 ０か所 

定員数[累計] 260床 260床 ０床 

 
 

 
   

 
  

  
 

実績 計画（第９期） 新規整備 

予定数 令和５年度末 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数[累計] １か所 １か所 ０か所 

定員数[累計] 320床 360床 40床 

  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 3,252 3,252 3,252 3,048 3,048 3,048 3,636 3,888 3,780

実績 3,293 3,345 3,048

101.3% 102.9% 93.7%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

計画 684 684 684 576 576 576 660 696 684

実績 687 637 552

100.4% 93.1% 80.7%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

介

護

給

付

人

達成状況
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４ 市特別給付サービス 

（１） サービスの目的と内容 

 
種類 内容 

①訪問理美容サービス 

外出が困難な要介護・要支援者に対して月１回を限度に、利用者の自宅に理

美容師が出張してサービスを行います。 

保険給付の対象は、理美容所から利用者の居宅まで及び利用者の居宅から

理美容所までの移動、準備及び後始末をする一連の行為となります。 

理美容代は実費です。 

②介助移送サービス 

一人では通院や買物に出られない要介護・要支援者に対して、訪問介護資格

（ヘルパー）の資格を持ったタクシーの運転手が乗降時の介助などを行います。 

ただし、訪問介護における「通院等乗降介助」が利用できる場合は除きます。 

タクシー運賃は実費です。 

③支給限度額の上乗せ 

要介護１及び要介護２の方については、居宅介護サービス費区分支給限度基

準額に要介護１の方は 880単位、要介護２の方は 1,056単位を上乗せし、上

乗せした単位は、訪問介護に限り利用することができます。 

 
（２） 第８期の実績と今後の利用見込 

 
  

 
 

第８期（実績） （見込） 第９期 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和 12 令和 17 令和 22 

①訪 問 理 美 容 

サービス 
384 507 495 495 503 518 579 606 574 

②介 護 移 送 

サービス 
93 121 81 103 107 110 124 129 122 

③支給限度額の 

上乗せ 
249 190 228 234 243 250 280 293 277 
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第２節 地域支援事業の推進 

複
 

複
 

 
１ 地域支援事業の構成 

 

 事業の種類 サービスの種類 サービスの内容 

�
�
�
介
護
予
防
�
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

ア 介護予防・生活 

支援サービス 

事業 

訪問型サービス 

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を

提供します。 

従来の訪問介護に相当するサービスのほか、多様な生活

支援の提供に向けてサービス提供事業者の基準が緩和さ

れた「訪問型サービスＡ」などが含まれます。 

通所型サービス 

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上

の支援を提供します。 

従来の通所介護に相当するサービスのほか、多様な通所

サービスの提供に向けてサービス提供事業者の基準が緩

和された「通所型サービスＡ」や、生活機能の改善に向け

て短期集中型のプログラムで実施される「通所型サービス

Ｃ」などが含まれます。 

生活支援サービス 
要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や住民ボ

ランティア等による見守りを行います。 

介護予防ケアマネ

ジメント（第１号介護

予防支援事業） 

要支援と認定された人や、支援や介護が必要となる可能性

が高い人を対象に、身体状況の悪化を防ぎ、自立した生活

が継続できるように介護予防を目的とした支援を行います。 

イ 一般介護予防 

事業 

介護予防把握事業 
閉じこもり等の何らかの支援を必要とする人を把握し、介護

予防の活動につなげます。 

介護予防普及啓発

事業 

介護予防に関する知識の普及啓発や介護予防教室を開

催し、介護予防を推進します。 

地域介護予防活動

支援事業 

地域の介護予防活動の支援を行い、参加者や通いの場

が継続的に拡大していくような取組を推進します。 

一般介護予防評価

事業 
一般介護予防事業の評価を行います。 

地域リハビリテーシ

ョン支援事業 

地域の介護予防活動の場の機能強化のため、リハビリテーシ

ョン専門職を活かした自立支援に資する取組を推進します。 

 



  

89 

 事業の種類 サービスの種類 サービスの内容 

�
�
�
包
括
的
支
援
事
業 

ア 地域包括支援  

センターの運営 

介護予防ケアマネ

ジメント業務 

要支援と認定された人や、支援や介護が必要となる可能

性が高い人を対象に、身体状況の悪化を防ぎ、自立した

生活が継続できるように介護予防を目的とした支援を行い

ます。 

総合相談支援業務 

高齢者及びその家族等からの介護・福祉・医療・生活等の

相談に応じ、適切なサービスや関係機関及び制度の利用

につなげます。 

権利擁護業務 

成年後見制度の活用、老人福祉施設等への措置、高齢

者虐待の対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活

用し、高齢者の権利を守ります。 

包括的・継続ケア

マネジメント支援業務 

ケアマネジャーの日常的な業務を支援するため、専門員

からの相談に応じ、個別の指導・助言を行うとともに、専門

同士の連携を図ります。 

地域ケア会議の運営 

適切な支援の検討等を行うために、ケアマネジャー、保健

医療及び福祉に関する専門職その他の関係者等により構

成される会議を開催します。 

イ 在宅医療・介護連携の推進 

医療・介護の関係者が連携して、在宅医療と介護の連携

のあり方について検討し、在宅医療・介護連携推進事業を

推進します。 

ウ 認知症施策の推進 

医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知

症の早期発見・早期対応ができる体制の構築やその他の

総合的な支援を行います。 

エ 生活支援体制整備事業 
日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備を推進

します。 

�
�
�
任
意
事
業 

ア 介護給付費適正化事業 
利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備及び介

護給付等に関する費用の適正化を図ります。 

イ 家族介護支援事業 
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護す

る人を支援します。 

ウ その他の事業 
介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域にお

ける自立した日常生活を支援します。 
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相談 
高齢者支援課、地域包括支援センターで、現在困っていることや希望

するサービスなどを相談 

※40～64歳の第２号被保険者には基本チェックリストを実施しません。 

要介護認定申請 基本チェックリスト 

判定 

非該当 要支援１・２ 要介護１～５ 

居宅（施設） 

サービス計画 
介護予防 

サービス計画 

事業対象者 

介護予防 

ケアマネジメント 

一般介護予防事業 

介護予防・生活支援 

サービス事業 
予防給付 介護給付 

介護予防・日常生活支援総合事業 

認定調査 医師の意見書 

要介護認定

非該当 

〈判定方法〉 

〈判定結果等〉 

〈対象サービス〉 
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２ 地域支援事業の実施内容と事業量の見込 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業 

 
 
ア 介護予防・生活支援サービス事業−訪問型サービス（第１号訪問事業） 

 
 
① 訪問介護（従来の介護予防訪問介護） 

 
 

② 訪問型サービス A（緩和した基準によるサービス） 

 

 
 

 

 
 

  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

255 231 223 249 258 266 222 217 214

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

利用人数
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イ 介護予防・生活支援サービス事業−通所型サービス（第１号通所事業） 

 
 
① 通所介護（従来の介護予防通所介護） 

 
 

② 通所型サービス A（緩和した基準によるサービス） 

 

③ 通所型サービスＣ（緩和した基準によるサービス） 

 
 

 

 
 
 

  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

499 502 532 538 558 575 528 518 511利用人数

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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ウ 介護予防・生活支援サービス事業−第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

 
 

      年度 

 区分 

第８期（実績） （見込） 第９期 中長期 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和 12 令和 17 令和 22 

ケアマネジメント 

（件） 
467 440 457 470 484 498 558 541 524 

 
エ 一般介護予防事業 

 

 
 
① 柔体操 

 
 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 142 142 142 146 146 146 150 155 160

実績 102 106 138

71.8% 74.6% 97.2%

参

加

人
数

人

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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② ちょ筋教室 

 

 

  
 
（２） 包括的支援事業 

ア 地域包括支援センターの運営 

 

 
イ 在宅医療・介護連携の推進 

総

総  

 
 

 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 42 42 42

実績 18 5 0

42.9% 11.9% 0.0%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

参

加

人
数

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 11,000 11,000 12,000 20,000 22,000 25,000 30,000 35,000 40,000

実績 13,400 16,417 16,417

121.8% 149.2% 136.8%

相

談

件
数

件

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 28 28 30 30 30 30 32 32 32

実績 20 28 30

71.4% 100.0% 100.0%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

会

議

・
研

修

回

達成状況
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ウ 認知症施策の推進 

 
① 認知症初期集中支援チーム 

 

 
② 認知症地域支援推進員 

 

 
 

エ 生活支援サービスの体制整備 

 

 
 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

7 7 7 8 8 9 12 15 20

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

支援対象者

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

10 10 10 10 10 10 12 15 20

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

相談件数

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 36 36 36 30 60 120 150 180 210

実績 14 38 38

38.9% 105.6% 105.6%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

会

議

件
数

件

達成状況
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（３） 任意事業 

ア 介護給付適正化事業 

頁複  
 
イ 家族介護支援事業 

① 介護用品（紙おむつ、ドライシャンプー等）の支給 

 

 
② 家族介護慰労金の支給 

 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

173 180 131 143 155 167 215 275 275支給延人数

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 1 1 1 1 1 1 1 1 1

実績 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

支

給

人
数

人

達成状況
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ウ その他の事業 

① 成年後見制度利用支援制度 

 

 
② 介護相談員派遣事業 

総

 

 
③ 給食サービス事業 

 

 
  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 12 15 18 18 19 20 22 26 30

実績 16 14 12

133.3% 93.3% 66.7%

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

扶

助

人
数

人

達成状況

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

目標 324 384 384 72 144 168 200 230 260

実績 0 0 30

0.0% 0.0% 7.8%

訪

問

回
数

回

達成状況

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22

26 31 35 35 35 35 40 40 45利用登録者

　　　　　　年度

 区分

第８期（実績） 第９期 中長期
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（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護給付 16,245 17,408 14,377 20,969 20,996 20,996

③
地域密着型通所介護

（地域密着型デイサービス）
介護給付 304,989 318,860 349,040 357,004 360,672 371,820

予防給付 0 24 0 0 0 0

介護給付 27,300 39,489 60,262 51,403 49,914 53,686

予防給付 2,953 2,994 3,055 3,098 3,102 3,102

介護給付 191,214 189,061 192,369 198,463 198,714 198,714

⑧

地域密着型介護老人福祉施設入居者

生活介護（小規模な特別養護老人ホー

ム）

介護給付 63,873 65,430 69,356 66,745 66,830 66,830

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 介護給付 0 0 0 40,073 52,141 55,794

予防給付 2,953 3,018 3,055 3,098 3,102 3,102

介護給付 603,621 630,248 685,404 734,657 749,267 767,840

計 606,574 633,266 688,459 737,755 752,369 770,942

⑤
小規模多機能型居宅介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護

⑥

認知症対応型共同生活介護、

介護予防認知症対応型共同生活介護

（認知症対応型グループホーム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度

 区分

第８期（実績） 第９期（計画）

地域密着型サービス　小計

第３節 給付費及び地域支援事業費の推計 

 
居宅サービス 

 
地域密着型サービス 

  

  

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 介護給付 623,654 657,925 717,469 698,462 714,177 743,466

予防給付 0 0 0 0 0 0

介護給付 41,464 51,345 58,531 60,110 60,186 63,682

予防給付 11,702 14,448 19,581 15,937 16,468 16,747

介護給付 186,858 228,276 262,814 268,583 274,521 285,856

予防給付 6,570 6,641 7,936 7,286 7,674 7,674

介護給付 53,776 55,560 62,175 67,019 68,893 71,683

予防給付 5,667 6,104 8,109 7,985 8,234 8,234

介護給付 105,772 117,541 126,642 137,510 145,211 151,701

⑥ 通所介護（デイサービス） 介護給付 995,183 1,047,575 1,161,330 1,176,142 1,202,609 1,248,806

予防給付 30,280 31,561 29,911 29,513 30,864 31,657

介護給付 239,202 248,553 274,158 278,593 285,168 295,926

予防給付 1,556 680 589 228 457 457

介護給付 433,075 443,235 485,362 500,031 504,264 528,087

予防給付 0 0 0 0 0 0

介護給付 16,731 22,071 26,419 32,142 32,183 32,183

予防給付 22,115 22,467 22,852 22,561 23,128 23,628

介護給付 248,893 271,589 292,355 308,713 314,715 325,393

予防給付 2,558 2,225 2,285 2,723 3,162 3,162

介護給付 10,701 10,806 12,458 14,021 13,679 14,560

予防給付 17,408 13,281 13,377 19,067 21,791 21,791

介護給付 30,756 25,117 29,911 38,161 39,110 41,619

予防給付 10,563 8,246 7,579 9,555 11,438 11,438

介護給付 354,200 356,063 400,743 424,681 456,085 456,085

予防給付 24,353 25,232 26,779 27,099 28,419 29,063

介護給付 427,951 472,021 496,399 537,916 533,127 553,311

予防給付 132,772 130,885 138,998 141,954 151,635 153,851

介護給付 3,768,216 4,007,677 4,406,766 4,542,084 4,643,928 4,812,358

計 3,900,988 4,138,562 4,545,764 4,684,038 4,795,563 4,966,209

②

③

④

⑤

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

訪問看護、介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション、

介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管理指導

⑭

⑨
短期入所療養介護、介護予防短期入所

療養介護（医療型ショートステイ）

⑧
短期入所生活介護、介護予防短期入所

生活介護（一般型ショートステイ）

⑦
通所リハビリテーション、介護予防通所リ

ハビリテーション（デイケア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度

 区分

第８期（実績） 第９期（計画）

居宅介護支援、

介護予防支援（ケアマネジメント）

居宅サービス　小計

⑬
特定施設入居者生活介護、

介護予防特定施設入居者生活介護

⑫ 住宅改修、介護予防住宅改修

⑩
福祉用具貸与、

介護予防福祉用具貸与

⑪
特定福祉用具購入、

介護予防特定福祉用具購入

※給付を見込んでいない事業（②④⑦）は、表への掲載を省略しています。 

単位：千円 

単位：千円 
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施設サービス 

 
地域支援事業 

 
 

 

 
 

.
 

 

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

①
介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）
介護給付 1,621,318 1,632,708 1,742,978 1,824,990 1,903,227 1,983,232

② 介護老人保健施設 介護給付 951,215 989,537 921,284 927,184 928,357 928,357

③ 介護医療院 介護給付 237,491 216,473 196,911 208,762 209,026 209,026

2,810,024 2,838,718 2,861,173 2,960,936 3,040,610 3,120,615施設サービス　小計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度

 区分

第８期（実績） 第９期（計画）

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

54,034 48,445 55,086 56,000 57,000 58,000

159,971 164,809 211,778 220,000 250,000 270,000

介護予防ケアマネジメント 26,882 25,429 34,828 36,000 37,000 38,000

介護予防把握事業 521 710 812 900 900 900

介護予防普及啓発事業 4,383 296 1,225 4,500 4,500 4,500

地域介護予防活動支援事業 0 712 808 800 800 800

103,646 112,659 139,559 140,000 140,000 140,000

6,619 12,826 14,209 15,000 15,000 15,000

4,159 4,222 4,446 4,500 4,500 4,500

9,197 9,190 9,190 9,200 9,200 9,200

1,331 1,321 1,922 2,000 2,000 2,000

2,923 2,931 4,000 4,000 4,000 4,000

0 0 98 200 200 200

373,665 383,552 477,961 493,100 525,100 547,100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度

 区分

第８期（実績） 第９期（計画）

訪問型サービス

通所型サービス

地域支援事業費

総

合

事

業

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）

任意事業

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症地域支援・ケア向上事業

地域ケア会議推進事業

認知症初期集中支援推進事業

（見込）

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

3,900,988 4,138,562 4,545,764 4,684,038 4,795,563 4,966,209

606,574 633,266 688,459 737,755 752,369 770,942

2,810,024 2,838,718 2,861,173 2,960,936 3,040,610 3,120,615

地域支援事業費　小計 280,383 383,552 477,961 493,100 525,100 547,100

7,597,969 7,994,098 8,573,357 8,875,829 9,113,642 9,404,866

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度

 区分

第８期（実績） 第９期（計画）

給付費　合計

居宅サービス　小計

地域密着型サービス　小計

施設サービス　小計

単位：千円 

単位：千円 

単位：千円 

3,900,988 4,138,562 4,545,764 4,684,038 4,795,563 4,966,209

606,574
633,266

688,459 737,755 752,369 770,942

2,810,024
2,838,718

2,861,173
2,960,936 3,040,610

3,120,615373,665
383,552

477,961
493,100

525,100
547,100

7,691,251
7,994,098

8,573,357
8,875,829

9,113,642
9,404,866

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

居宅サービス 地域密着型サービス

施設サービス 地域支援事業費

（千円）

実 績 値 見 込 推 計 値
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第４節 介護保険料の設定 

１ 介護保険財政の仕組み 

総 %
%  

%
 

 
（１） 介護給付費の財源 

 

 
 
 
居宅給付費の財源構成 施設給付費の財源構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１号被保険者, 

23.0%

第２号被保険

者, 27.0%市, 12.5%

県, 12.5%

国, 20.0%

調整交付金, 

5.0%

第１号被

保険者, 

23.0%

第２号被

保険者, 

27.0%
市, 12.5%

県, 17.5%

国, 15.0%

調整交

付金, 

5.0%
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（２） 地域支援事業費の財源 

 

 
 
地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の財源構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域支援事業（包括的支援事業、任意事業）の財源構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１号被保険者, 

23.0%

市, 

19.25%

県, 

19.25%

国, 38.5%

第１号被保険者, 

23.0%

第２号被保険

者, 27.0%市, 12.5%

県, 12.5%

国, 20.0%

調整交付金, 

5.0%
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２ 介護保険料の設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
, , ,  

 

 
 

給付費合計（介護給付・予防給付・

地域支援事業費）：99 頁 
27,394,337,000 円 

特定入所者介護サービス費等給

付額 
733,531,900 円 

高額介護サービス費等給付額 684,327,697 円 

高額医療合算介護サービス費等

給付額 
81,812,597 円 

算定対象審査支払手数料 21,929,200 円 

× 第１号被保険者負担割合 

23％ 

 
, , ,  

 

 

 
調整交付金相当額 1,419,561,920 円 

調整交付金見込額 1,043,082,000 円 

市町村特別給付費等 8,648,446 円 

保険者機能強化推進交付金等の

交付見込額 
64,926,000 円 

準備基金取り崩し額 270,000,000 円 

 
, , ,  

÷ 予定保険料収納率 

98.8％ 

÷ 所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 

94,191 人 

 

 ,  

端数処理 

 

 

 ,  ÷  
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段階設定 対象者 

基準額に 

対する割合 

（保険料率） 

介護保険料 

年額 月額 

第１段階 

・ 生活保護受給者 

・ 老齢福祉年金受給者 

（本人、世帯全員が市民税非課税） 
0.25 18,000円 1,500円 

本人、世帯全員

が市民税非課税 
前年の 

公的年金等

収入と合計

所得金額の

合計が 

80万円以下 

第２段階 
80万円超 

120万円以下 
0.35 25,200円 2,100円 

第３段階 120万円超 0.65 46,800円 3,900円 

第４段階 本人が市民税 

非課税（世帯に 

課税者がいる） 

80万円以下 0.90 64,800円 5,400円 

第５段階 80万円超 1.00 72,000円 6,000円 

第６段階 

本人が 

市民税課税 

前年の 

合計所得金

額が 

120万円未満 1.20 86,400円 7,200円 

第７段階 
120万円以上 

210万円未満 
1.30 93,600円 7,800円 

第８段階 
210万円以上 

320万円未満 
1.50 108,000円 9,000円 

第９段階 
320万円以上 

420万円未満 
1.70 122,400円 10,200円 

第 10 段階 
420万円以上 

520万円未満 
1.80 129,600円 10,800円 

第 11 段階 
520万円以上 

620万円未満 
1.90 136,800円 11,400円 

第 12 段階 
620万円以上 

720万円未満 
2.10 151,200円 12,600円 

第 13 段階 
720万円以上 

1,000 万円未満 
2.30 165,600円 13,800円 

第 14 段階 
1,000 万円以上 

1,200 万円未満 
2.60 187,200円 15,600円 

第 15 段階 
1,200 万円以上 

1,500 万円未満 
2.70 194,400円 16,200円 

第 16 段階 1,500万円以上 2.80 201,600円 16,800円 

 
①介護給付費準備基金

の取り崩し 

介護給付費準備基金（270,000,000円）を取り崩して第９期保険料の財源に充当

し、保険料の急激な上昇を抑えます。 

②保険料段階の設定 
被保険者の負担能力に応じたきめ細やかな保険料設定を行うため、国の示す標準

所得段階である 13段階を踏まえつつ、16段階に細分化します。 

③低所得者の負担軽減 

低所得者の保険料を軽減するため、公費の投入により、第１段階から第３段階の保

険料率を以下の通りとします。 

・第１段階の保険料率を、公費投入により 0.42 から 0.25へと引き下げます。 

・第２段階の保険料率を、公費投入により 0.55 から 0.35へと引き下げます。 

・第３段階の保険料率を、公費投入により 0.655 から 0.65へと引き下げます。  
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第５節 介護給付適正化事業 

１ 基本的な考え方 

 

 
 

 
 

２ 介護給付適正化事業の推進 

（１） 要介護認定の適正化 

総
 

 
（２） ケアプランの点検／住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調査 

① サービス提供における質の向上に向けたケアプランの点検 

 
 

② 給付実績の活用 
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③ 住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調査とケアプラン点検の一体的実施 

 
（３） 縦覧点検・医療情報との突合 

 
 

 
実施事業 指標項目 

第８期（実績） （見込） 第９期（計画） 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 

（１）要介護認定の適

正化 
認定調査結果の点検 

全件 

点検 

全件 

点検 

全件 

点検 

全件 

点検 

全件 

点検 

全件 

点検 

（２）ケアプラン点検 

内容確認、対面での助

言・支援 
－ 10 件 10 件 10 件 10 件 ５件 

介護給付適正化システ

ムから出力される帳票を

用いて点検を実施 

－ － － 

実施 

方法の

検討 

試行 10 件 

（３）縦覧点検・ 

医療情報との突合 

帳票の点検 10 帳票 ５帳票 ５帳票 ５帳票 ５帳票 ５帳票 

１年間の出力件数 229 223 全件 
全件 全件 全件 

点検した件数 199 208 全件 

点検率 86.9％ 93.3％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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第６章 計画の進行管理及び評価と施策の推進体制 

 

 
  
 

  
  

    総 総
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資料編 

用語の解説 

ア行 ＩＣＴ（31 頁） Information and Communication Technology の略。情報処理や通信に関連する技

術、産業、設備、サービス等の総称 

アウトリーチ（19 頁） 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関等が訪問

による情報提供を行うなどの働きがけをすること 

アドバンス・ケア・プラ

ンニング（ＡＣＰ） 

（45 頁） 

人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと

繰り返し話し合う取組のこと。国において「人生会議」と愛称を付け，ＡＣＰの普及啓

発に活用し、認知度の向上を図っている 

アセスメント（93 頁） 利用者が日常生活を維持していくうえで解決すべき課題や、何を求めているのかに

ついて正しく知るために行われる評価・査定のこと 

オレンジサポート員

（46 頁） 

入門的研修を受講し、さらに認知症に関する知識を学び、地域で活動できる人 

カ行 介護給付（73 頁） 要介護１から要介護５までの被保険者に関する保険給付 

介護認定審査会 

（67 頁） 

認定調査員による調査結果や主治医による意見書等をもとに、申請者の保険給付

の必要性及び要介護状態区分の審査を行う会議 

基幹型地域包括支

援センター（52 頁） 

各地域包括支援センターの総合調整、後方支援（総合相談支援、地域ケア会議、

包括的・継続的ケアマネジメント支援）をする役割を持つ機関。各地域包括支援セン

ター間の連絡調整や地域包括支援センター事業の点検・評価を実施する 

協議体（18 頁） 各地域の生活支援コーディネーターが互助を中心とした地域づくりを住民主体で進

めるための組織のこと。区域に合わせて３層に分けて設置しており、それぞれ下記の

ような役割を担う 

協議体 第１層協議体 第２層協議体 第３層協議体 

役割 

市町村レベルにおいて市

町村全域への生活支援

サービスの開発・普及や

基盤整理を推進する 

日常生活圏域等にお

いて地域の多様な主

体がメンバーとなり連

携協働を促進する 

生活支援サービスの提

供組織が利用者への

サービス提供を行う 

主体 

市・市社会福祉協議会・

医師・歯科医師・薬剤

師・介護サービス事業

所・保健所・民生委員・

人権擁護委員・保険者・

自治会 

市・市社会福祉協議

会・地区社会福祉協

議会・地域包括支援

センター・保健師・自

治会・民生委員 

個々の生活支援、介

護予防サービスの事業

主体に配置されるコー

ディネーター 

  

ケアプラン（13 頁） 要支援、要介護に認定された方が、本人や家族の希望に添った介護サービスを適

切に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用

する介護サービスの種類や内容、スケジュール、提供する介護サービス事業者等を

定めた介護サービス計画のこと 

ケアプラン点検 

（64 頁） 

ケアプランの記載内容について、その計画が利用者の心身・家庭環境等を考慮した

適切なケアプランとなっているかを確認し、点検結果と改善事項等についてケアマネ

ジャーへ伝達し、改善を指導・支援すること 
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カ行 ケアマネジャー 

（介護支援専門員）

（31 頁） 

要介護者または要支援者からの相談に応じて、その心身の状況等に応じた適切な

サービスを利用できるよう、市町村やサービス事業者等との連絡調整等を行う仕事

をしている人のこと。ケアマネジャーの上位資格として主任制度がある 

共食（29 頁） １人で食事をするのではなく、家族や友人、職場の人や地域の人など、誰かと共に食

事をすること 

軽度認知障害（MCI：

Mild Cognitive Impairment）

（47 頁） 

正常と認知症の中間ともいえる状態のこと。物忘れが主たる症状だが、日常生活へ

の影響はほとんどなく、認知症とは診断できない状態 

健幸サポーター 

（55 頁） 

介護予防体操を地域で定期的に住民に教えていく人 

高額合算サービス費

（65 頁） 

高額医療合算介護サービス費。介護分と医療分の利用者負担の合計について年

額で限度額が設けられており、その限度額を超えた分を申請により払い戻す費用 

高額介護サービス費

（65 頁） 

利用者が負担した１か月の介護サービス費用の合計額が一定の上限額を超えた場

合に、超えた分を申請により払い戻す費用 

高齢者の保健事業

と介護予防の一体

的実施（55 頁） 

フレイル対策等の介護予防と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実

施する枠組のこと 

コーホート変化率法

（４頁） 

年齢別人口の加齢に伴って生ずる年々の変化をその要因（死亡、出生及び人口移

動）ごとに計算して将来の人口を求める方法 

サ行 事業対象者（70 頁） 基本チェックリストが定める一定の基準に該当した高齢者。事業対象者の特定を受

けると、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス

（訪問型サービス、通所型サービスなど）を利用できる 

若年性認知症 

（32 頁） 

65 歳未満の方で認知症の症状がある場合の総称。働き盛りの世代で発症するた

め、本人だけでなく、家族の生活への影響が大きくなりやすい特徴がある 

主観的健康状態 

（19 頁） 

本計画においては、日常生活圏域ニーズ調査の主観的健康に関する設問におい

て、「とてもよい」を３点、「まあよい」を２点、「あまりよくない」を１点、「よくない」を０点

として平均点を算出した 

生活支援コーディネ

ーター（18 頁） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地

域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート

機能を果たす者 

生活支援体制整備

事業（58 頁） 

高齢者の多様な日常生活を支える仕組みを充実させる事業のこと 

成年後見市長申立

て（97 頁） 

65 歳以上の人や知的障害者・精神障害者による成年後見制度の開始の審判を裁

判所に申立てることについて、親族等による申立てが期待できないなど、本人の状況

を鑑みて特に必要があると認められる場合については、市町村長が申立てることがで

きる 

成年後見制度 

（25 頁） 

認知症、知的障害、精神障害等により、物事を判断する能力が十分でない方の権

利を保護するため、財産管理や契約手続きなどについて、家庭裁判所から選任され

た後見人などが代理で行う制度 
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タ行 ダブルケア（23 頁） 子育てと介護の両方を同時に負担している状態のことで、晩婚化や晩産化、少子高

齢化の影響により増加していると考えられる 

団塊ジュニア世代 

（１頁） 

1971～74 年（昭和 46～49 年）の第２次ベビーブーム時代に生まれた世代 

団塊の世代（1 頁） 1947～49 年（昭和 22～24 年）の第１次ベビーブーム時代に生まれた世代。他世

代に比べ人数が特に多いため、このように表現される 

談話室（13 頁） 地域の身近な施設でレクリエーション等の介護予防活動を行い、閉じこもりの防止を

図ります 

地域ケア会議 

（18 頁） 

地域包括ケアシステムの構築の実現に向け、高齢者個人に対する支援の充実と、

それを支える社会基盤の整備とを同時に進めるための一つの手法として位置づけら

れた会議 

地域包括支援センタ

ー（13 頁） 

介護保険法に基づく高齢者の総合相談窓口。保健師等・社会福祉士・主任ケアマ

ネジャーの３職種が配置され、総合相談支援業務、権利擁護業務（成年後見制度

利用調整、虐待対応等）、包括的・継続的ケアマネジメント業務（ケアマネジャー支

援等）、地域ケア会議関係業務、介護予防ケアマネジメント業務（要支援者・事業対

象者のケアマネジメント）等の業務を実施している 

超高齢社会（1 頁） ＷＨＯ(世界保健機関)と国連の定義に基づき、65 歳以上の人口が総人口に占める

割合が 21 パーセント超の社会のこと。なお、65 歳以上人口の割合が７パーセント超

で「高齢化社会」、同割合が 14パーセント超で「高齢社会」という 

電話ｄｅ詐欺（特殊詐

欺）（63 頁） 

犯人が電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ま

せ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受けられるなどと言

ってＡＴＭを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を

見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗（窃盗）を含む。）の総称。な

お、「電話ｄｅ詐欺」は、特殊詐欺の実態を周知するために千葉県独自で設けた広報

用の名称 

ナ行 認知症カフェ（オレン

ジカフェ）（13 頁） 

認知症の人やその家族、介護・医療の専門職、地域の人など誰でも気軽に参加で

き、安心して過ごせる集いの場所のこと 

認知症ケアパス 

（16 頁） 

認知症の人の生活機能障害の進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サ

ービスを受けることができるのかを示したもの 

認 知症サポーター

（16 頁） 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して手

助けする人 

認 知症サポー ト 医

（43 頁） 

認知症患者の診療に習熟しており、かかりつけ医への助言や支援を行い、専門医療

機関や市町村等との連携の推進役となるための研修を修了した医師のこと 

ハ行 福祉有償運送 

（58 頁） 

ＮＰＯ法人や社会福祉法人などが、障害者や高齢者など一人で公共交通機関を利

用することが困難な方の会員に対して、乗車定員 11 名未満の自動車を使用して、

原則としてドア・ツー・ドアの個別移送を行うもの 

フレイル予防 

（19 頁） 

健康な状態と要介護状態の中間の状態をさす。フレイルになると介護が必要な状態

に陥りやすくなるため、フレイルになることを予防することや、進行を遅らせることが求

められる 
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ヤ行 ヤングケアラー 

（23 頁） 

年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うよう

な家族の介護や世話をすることにより、自らの育ちや教育に影響が及んでいる子ども

のこと 

養介護施設従事者

等（32 頁） 

老人福祉施設、有料老人ホームなどの入所施設等に従事する人や、地域包括支

援センターの業務に従事する人として、高齢者虐待防止法において定義されている 

予防給付（73 頁） 要支援１・２の被保険者に関する保険給付 

ラ行 老人憩の家（12 頁） 高齢者が生きがいのある生活を営み、心身の健康増進を図ることを目的とし、自治

会館や一般家庭の居室等の提供を受けて、教養の向上、レクリエーション、情報交

換や地域の交流を無料で行える場として、市が指定するもの 

 
パブリックコメントの実施結果 

（１） パブリックコメントの概要 

募集期間 令和５年 12月１日（金）から令和６年１月９日（火）まで 

提出できる方 市内在住・在勤・在学の方、市内の高齢者福祉施設を利用している人、または市内に事

務所・事業所を有する法人や団体 

閲覧場所 市ホームページ、高齢者支援課、情報公開コーナー、各コミュニティセンター、各学習セ

ンター（公民館）、図書館、社会福祉センター 

提出方法 郵送、メール、ファックス、持参 

（２） 意見募集の結果と計画修正の有無 

提出者数 １名（メール） 

意見件数 10 件（うち、修正あり：２件 修正なし：８件） 

 
（３） 意見の概要と市の考え方 
 
No 

該当

箇所 
意見の概要 

市の考え方 

（対応） 

計画案修正

の有無 

1 全体 

今回、PDF 版とともに Word 版を提供していただきありがとう

ございます。電子的に見る上で適切に見出し設定されている

Word は、非常に有効で、効果的に閲覧することが可能でした。

PDF 版も、Word で適切に見出しを設定されていれば、しおり付

きＰＤＦを作成することは非常に簡単です。PDF はしおり付き

で提供されるといいのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

しおり付き

ＰＤＦについ

ては、今後の

計画策定の参

考とさせてい

ただきます。 無 
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No 
該当

箇所 
意見の概要 

市の考え方 

（対応） 

計画案修正

の有無 

2 全体 

 高齢者福祉、介護保険事業の計画等は、どうしても周囲の大

きな市として見劣りしていないことが一つの目安とか目標にな

り得るのかと思います。鎌ケ谷市独自で、鎌ケ谷ならではの施

策を考慮することも重要ですが、規模が小さい鎌ケ谷市でも周

囲の大きな市と見落としていない施策になっていることを見え

る化すべきかと思います。 

 第 2 章で現状分析を記載されていますが、周囲の市との比較

を実施すべきかと思います。その上で第 3 章～第 6「章におい

て、周囲の市と比べて同等以上の施策であることを具体的に見

えるかすべきだと考えます。 

鎌ケ谷市の高齢者福祉、介護保険事業は、鎌ケ谷市と隣接す

る全ての市と比べて、全ての施策で同等以上になっているか？

もし、なっていないものは、なぜなっていないのか説明してい

ただけるといいのかと思います。 

本計画は、

周囲の市の施

策との比較に

ついて記載は

しておりませ

んが、他市と

情報共有や意

見交換をした

うえで策定し

ております。 

なお、施策

の内容につい

ては、高齢者

数や財政的な

観点等から、

各市において

差異がある場

合がございま

す。 

無 

3 

公表

資料

39 ﾍﾟ

ｰｼﾞ 

 Ｐ３９に基本目標が記載されています。非常に言葉がひっか

かる言葉が数か所あります。 

 (1)地域包括ケアシステムに深化・推進とありますが、特に「深

化」・「推進」とは。地域包括ケアシステムの推進はある程度理

解できますが、深化とは、もう少し具体化した言葉を使ったほ

うがいいのではないかと思います。(2)活力ある高齢者の支援

は、活力ある高齢者をなぜ支援しないといけないのか、高齢者

が支援されなければいけないのか？支援ではなく、あくまで言

葉だけですが、振興とか奨励とかの言葉のがいいのではないか

と感じます。(3)高齢者が安心して暮らせる環境の整備と記載さ

れていて、その通りだと思います。しかし、高齢者*だけ*が安

心して暮らせるだけでは不十分です。多くの高齢者以外の方々

の理解を促進するためにも、「高齢者*も*安心して暮らせる環境

の整備」とかにしたほうがいいのではないかと思います。高齢

者対策が主ですが、高齢者だけの対策にならないような配慮が

必要だと考えます。 

さらに、「高齢者」なる言葉も法律等の用語では普通に使われ

ていますが、ネガティブな印象を持つ方も 50 代以降では、いる

のではないかと思います。特に、法律に結び付かない文脈では、

高齢者よりシニアのほうが、いくぶんポジティブな用語に思え

ます。 

本計画は、

計画策定に伴

い国が定めた

基本指針を踏

まえ策定した

ものとなりま

す。ご意見の

あ り ま し た

「深化・推進」

や「支援」及び

「高齢者」等

の表現につい

ては、基本指

針の文言をそ

のまま採用し

ております。 

無 

4 全体 

「住み慣れた地域で支えあい安心していきいきと暮らせるま

ち かまがや」で高齢者だけではなく、さまざまな年代の人に

向けた言葉にしたほうがいいのかと思います。あくまで、高齢

者も含めて「支えあい」であり、高齢者が支える側にも支えら

れる側にもなる表現にしていただくといいのかと思います。「い

きいきと暮らせるまち」は、その言葉から、高齢者だけが主語

になっているような言葉に思えてしまいます。若者に対して、

いきいきと暮らすとはなかなか使わないと思われます。高齢者

を支援するだけではなく、高齢者*が*支援できるようなまちを

目指す姿に

ついては、３

９ページにあ

る通り鎌ケ谷

市総合基本計

画前期基本計

画と整合性を

図 っ た う え

で、協議会委

無 
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No 
該当

箇所 
意見の概要 

市の考え方 

（対応） 

計画案修正

の有無 

目指していくべきかと思います。 

非常に僭越ですが、代替案を考えてみました。「住み慣れた地

域で支えあい安心して充実した毎日と活気に満ちた生活を楽し

めるまち かまがや」などでどうでしょうか。 

員から意見を

聴取し作成い

たしました。 

ご意見のあ

りました高齢

者が支える側

にも支えられ

る側にもなる

という考え方

については、

超高齢社会の

現状や介護予

防の観点等か

ら非常に重要

ですので、本

計画において

もその点留意

して策定して

おります。 

5 全体 

本計画案の全体を通じて、要支援、要介護になった場合の支

援のみについてだけの計画になってしまっているように感じま

す。例えば、第 2 章第 2節で、要支援、要介護の人数を明確に

して計画することは、非常に重要ですが、認定率、認定者数だ

けではなく、認定されていない健康な方の数、率などもフォー

カスすべき点かと思います。約 80％、25000 人程度で要介護、

要支援の約 5倍の方の高齢者が、要介護でも要支援でもなく、

体は健康である可能性が高い。第 3 章では、主に要介護、要支

援の方々に向けた計画だけであり、第 4章ではそれらの施策だ

けになってしまっている。高齢者の積極的な社会参加として、

明るく活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者自身

が地域社会の中で自らの経験と知識を活かして積極的な役割を

果たしていくような社会づくりが重要である。高齢者、特に前

期高齢者が就労や様々な社会活動へ参加するとともに、健康な

高齢者については、介護の担い手としても活躍していくことが

期待される。鎌ケ谷市においても、高齢者の多様性・自発性を

十分に尊重しながら、都道府県に設置されている「明るい長寿

社会づくり推進機構」の活用をはじめ、老人クラブや様々な自

主的な団体の活動の立ち上げと発展に各種の支援を行っていく

ことが重要であるのではないでしょうか。要介護、要支援の方々

の支援は最低限必要ですが、それ以外の方々も活躍できる施策

を検討すべきではないかと思います。これにより「住み慣れた

地域で支えあい安心して充実した毎日と活気に満ちた生活を楽

しめるまち かまがや」になっていくのではないかと感じます。

特にこれらの健康な方々への支援がないと活力を失い、それが

元で要支援、要介護に移行する可能性もあるのではないかと推

します。このため、直接的ではないですが、要介護、要支援を

減らすことにもつながる可能性もあるのではないかと感じま

す。 

 例えば、先日までパブリックコメントが実施されていました

健康な高齢

者が積極的に

社会活動に参

加 す る こ と

は、今後の社

会づくりにお

いて重要な施

策であると認

識しておりま

す。 

本 計 画 で

は、５４ペー

ジからの「基

本目標２ 活

力ある高齢者

の活動支援」

において、健

康な高齢者が

身近な地域の

中で積極的に

社会参加でき

るよう取組を

掲げておりま

す。 

シルバー人

材センターに

ついては、５

７ページにあ

り ま す よ う

に、市として

無 
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No 
該当

箇所 
意見の概要 

市の考え方 

（対応） 

計画案修正

の有無 

「第 2期鎌ケ谷市空家等対策計画(案)」において、シルバー人

材センターの予約が取りづらいとの意見がある旨が記載されて

います。健康な高齢者を他の市民のために活躍してもらいやす

くする施策が必要だと感じます。 

も会員数の増

加に向けて運

営支援を行っ

て ま い り ま

す。 

6 全体 

そもそも要介護とは、「身体上又は精神上の障害があるため

に、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の

全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継

続して、常時介護を要すると見込まれる状態」と定義されてい

ると認識しています。ここで、「身体上」又は「精神上」とある

ため、もし、要介護に認定されていても骨折、転倒、関節疾患

等の「身体上」の障害のみであり、認知症、脳卒中等の「精神

上」では問題がないような場合は、ＩＣＴ機器を活用すること

により、活躍していただける場を作ることが可能ではないかと

思います。 

今後の施策

の参考とさせ

ていただきま

す。 

無 

7 

公表

資料

97 ペ

ージ 

第 5章第 2節２のウ②の介護相談員派遣事業において、令和

3 年、4 年が目標、324、384 に対して、実績が 0 である。この

理由を明確に記載すべきではないでしょうか？ 

９７ページ

の文中に「新

型コロナ感染

症の感染拡大

に伴い、令和

３年度及び令

和４年度は介

護相談員の派

遣を中止して

いた旨の記載

を 追 加 し ま

す。 

有 

8 

公表

資料

67 ペ

ージ 

介護事業者が、鎌ケ谷市で事業をするメリットなどをもっと

明確に示すべきではないでしょうか？少なくても、県が実施し

ているＩＣＴの利活用の補助金制度とかの紹介なども紹介して

もいいのではないかと思います。 

鎌ケ谷市で

事業をするメ

リットなどの

明確化につい

ては、今後の

参考とさせて

い た だ き ま

す。 

なお、国や

県が実施して

いる制度につ

いては、市か

ら介護事業者

へ適宜周知し

ております。 

無 

9 

公表

資料

42ペ

ージ 

第 4 章基本目標 1 において、「これから介護を受ける場所と

して、在宅を希望する人の割合」を目標にしている理由は何で

しょうか？これにより、介護する家族の生活が大変になる可能

性もある。在宅であろうと、ある施設であろうと、住み慣れた

地域で、自分らしい暮らしを実施することが可能になるような

施策、目標にすべきではないかと思います。 

本質問につ

いては、要介

護認定者のう

ち在宅で生活

している市民

を対象に、引

無 
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No 
該当

箇所 
意見の概要 

市の考え方 

（対応） 

計画案修正

の有無 

き続き在宅で

介護をしなが

ら住み続ける

体制が整って

いるかどうか

を判断する指

標として設定

い た し ま し

た。 

介護する家

族の負担軽減

については、

介護保険制度

のさらなる周

知・啓発に取

り組んでまい

ります。 

10 

公表

資料

54 ペ

ージ 

第 4章基本目標 2 

「介護予防や要介護状態の軽減もしくは悪化を防止するための

多様なサービス提供のみならず、～」と記載されています。ま

ず、「もしくは」に関してですが、1階層の or の場合は、「また

は」を使うことが法文、公用文ではルールとなっていると認識

しています。さらに、助詞の「や」は、or なのか and なのかが

不明確になりやすいため、JIS(日本産業規格)では使用を避ける

ようになっています。これらから、修文案として、「介護予防ま

たは要介護状態の軽減もしくは悪化を防止するための多様なサ

ービス提供のみならず、～」を提案します。 

ご指摘のと

おり、修正い

たします。 

有 
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計画策定の経過 

 

 
月日 会議等 概要 

11 月８日 
第１回介護保険運営及びサー

ビス推進協議会 

第９期計画の策定スケジュール 

第９期計画策定のための高齢者実態調査（アンケー

ト調査）について 

12 月～１月 市民アンケートの実施 

発送数 7,965件 

回収数 4,944件 

回収率  62.1％ 

 

 
月日 会議等 概要 

８月 29 日 
第１回介護保険運営及びサー

ビス推進協議会 

第９期計画について 

骨子案説明、意見聴取 

９月 28 日 政策調整会議 計画（案）を付議 

11 月２日 
第２回介護保険運営及びサー

ビス推進協議会 
計画（案）の提示説明、意見聴取 

11 月 13 日 政策会議 計画（案）を付議 

11 月 29 日 議会報告 計画（案）及びパブリックコメントの実施について報告 

12 月１日 

～１月９日 
パブリックコメント 計画（案）について意見募集 

1 月 22 日 連絡会議 計画を付議 

１月 31 日 
第３回介護保険運営及びサー

ビス推進協議会 
計画の説明、意見聴取 

３月 15 日 市議会定例会（３月会議） 介護保険条例の一部改正案を上程、議決 

３月 25 日 計画決定 
第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の

決定 
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鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会設置に係る根拠法令 

（１）鎌ケ谷市介護保険条例(平成１２年３月２７日条例第８号) 

 

（介護保険運営及びサービス推進協議会の設置） 

第８条 市は、介護保険の円滑かつ公正な運営を図るとともに、介護保険制度を総合的に推進するため、介護

保険運営及びサービス推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

 

（２）鎌ケ谷市介護保険条例施行規則(平成１２年３月３１日規則第３４号) 

 

（協議会） 

第８条 条例第８条に規定する介護保険運営及びサービス推進協議会（以下「協議会」という。）は、次の各号に

掲げる事項を審議する。 

（1） 介護保険事業の円滑な推進に関すること。 

（2） 鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。 

（3） 地域密着型サービスの運営に関すること。 

２ 協議会の委員は、次の各号の定めるところにより、市長が委嘱する。 

（1） 被保険者を代表する委員 ３人以内 

（2） 保健・医療・福祉を代表する委員 ７人以内 

（3） 学識経験者 ３人以内 

（4） 前各号に掲げる者のほか、市民を代表する委員 ２人以内 

３ 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 協議会に会長を１人置き、委員の互選によってこれを定める。 

５ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

６ 会長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。 

７ 協議会は、会長が招集し、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議事を決することができない。 

８ 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

９ 会長は、協議会の審議した事項について、その都度市長に報告しなければならない。 

10 協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。 

  



 

117 

鎌ケ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会委員名簿 
 

（敬称略／順不同／役職名は委嘱当時のもの） 

区分 役職 氏名 所属等 

（１）被保険者を代表する

委員 
副会長 

大久保 茂(～Ｒ５.7.31) 

尾辻 亨(Ｒ５.8.1～) 

鎌ケ谷市自治会連合協議会  

福祉委員会 副委員長 

 
奥山 浩一 

鎌ケ谷市老人クラブ連合会 

（新山明朗会会長） 

（２）保健・医療・福祉を

代表する委員 

 原沢 健壽(～Ｒ５.7.31) 

赤畑 徹(Ｒ５.8.1～) 
鎌ケ谷市医師会 理事 

 立山 浩一郎(～Ｒ５.7.31) 

髙橋 成秀(Ｒ５.8.1～) 
船橋歯科医師会 理事 

 杉山 宏之 船橋薬剤師会 会長 

会 長 德田 訓康 鎌ケ谷市社会福祉協議会 会長 

 高木 由美子(～Ｒ５.1.12) 

加藤 俊和(Ｒ５.1.13～) 

鎌ケ谷市民生委員児童委員協議

会 書記（西部地区民児協会長） 

（３）学識経験者  石原 徳子(～Ｒ４.4.13) 

田中 由佳(Ｒ４.4.14～) 

千葉県習志野健康福祉センター 

副センター長 

 田中 誠次(～Ｒ６.1.30) 

眞田 学(Ｒ６.1.31～) 
人権擁護委員 

（４）市民公募  矢崎 博一  

 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 9 期 鎌ケ谷市 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

令和６年３月 

発⾏   鎌ケ谷市 

編集   健康福祉部 高齢者支援課 

     〒273-0195 

     鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目 6 番 1 号 

      T E L 047-445-1141（代表） FAX 047-443-2233 

     メール kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp 



 

 

 
 


